
5月の休日開庁　11日（日）、24日（土）　午前8時30分～正午・午後1時～5時　市民課、保険年金課（国民健康保険係のみ）、課税課、収納課

▼
 

　ホームページ http://www.city.inagi.tokyo.jp/ 
　公式ツイッター http://twitter.com/inagi_city 
　メール配信サービス（登録される方は、左のQRコードから、 
　または「inagicity@emp.ikkr.jp」に空メールを送信してください） 

1042－378－2111　 
1042－331－6346 
1042－350－6321 
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開庁時間　午前8時30分～午後5時 多摩川沿いのアカシア 

緑につつまれ友愛に満ちた 

市民のまち稲城  5.12014
平成26年 

第1152号 

毎月1日・15日発行 

主
な
記
事 

春の地域安全運動 
固定資産税・都市計画税のあらまし 
5月12日は民生委員・児童委員の日 
児童育成手当の所得審査の年度切替 
使用済みインクカートリッジの拠点回収 
くらしの情報 
肝炎ウイルス検診 

2 面 
3 面 
4 面 
5 面 
6 面 
7 面 
8 面 

広
報
い
な
ぎ
の
配
布
方
法

広
報
い
な
ぎ
は
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
全
戸
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
発
行
日
の
3
日
ほ
ど
前
か
ら
配
布
を
始
め
て
い
ま
す
。
■問
秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係

　

市
で
は
、
市
民
生
活
の
安
定
を
目

的
に
「
市
民
く
ら
し
の
相
談
（
下
表

参
照
）
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
相

談
無
料
、
個
人
の
秘
密
厳
守
）
。

▽
予
約
方
法　

前
日
の
午
前
８
時　
３０

分
か
ら
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

第
２
日
曜
日
の
法
律
相
談
の
み
、
前

週
の
金
曜
日
午
前
８
時　

分
か
ら
予

３０

約
で
き
ま
す
。
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
相

談
に
つ
い
て
は
、
毎
月
第
１
水
曜
日

の
相
談
は
前
月　

日
ま
で
、
毎
月
第

２５

３
水
曜
日
の
相
談
は
当
月　

日
ま
で

１０

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
日
程
等
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
「
広
報
い
な
ぎ
」
カ
レ

ン
ダ
ー
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
予
約
専
用
電
話　

1　

・
２
２
８

３７８

６■問
 

市
民
協
働
課
市
民
生
活
係

市市
民民
くく
らら
しし
のの
相相
談談

　

市
で
は
、
大
地
震
に
対
し
、
住

宅
が
必
要
な
耐
震
性
能
を
有
し
て

い
る
か
を
判
断
す
る
耐
震
診
断
及

び
耐
震
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

稲
城
市
木
造
住
宅

耐
震
診
断
助
成
制
度

■対
 

次
の
全
て
に
該
当
す
る
住
宅

①
市
内
の
民
間
の
木
造
住
宅
及
び

木
造
共
同
住
宅

②
昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に
建

５６

３１

築
さ
れ
た
住
宅

③
一
つ
の
建
築
物
を
複
数
の
用
途

と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

当
該
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
過
半

が
住
宅
の
用
途
に
供
し
て
い
る
こ

と▽
助
成
金
額　
　

万
円
〔
診
断
費

１０

用
（
税
抜
き
）
が　

万
円
未
満
の

１０

場
合
は
そ
の
金
額
〕

稲
城
市
木
造
住
宅

耐
震
改
修
助
成
制
度

■対
 

稲
城
市
木
造
住
宅
耐
震
診
断
助

成
制
度
を
利
用
し
て
耐
震
診
断
を

行
っ
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
あ
る
い

は
、
指
定
の
耐
震
診
断
業
者
に
よ

っ
て
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
住
宅

で
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
住
宅

①
上
記
耐
震
診
断
助
成
制
度
の
条

件
に
該
当
す
る
住
宅

②
耐
震
診
断
の
結
果
、評
点
が
１
・

０
未
満
（
倒
壊
す
る
可
能
性
が
あ

る
）
と
診
断
さ
れ
た
住
宅
で
、
耐

震
改
修
後
の
評
点
が
１
・
０
以
上

と
な
る
こ
と

③
耐
震
改
修
の
内
容
が
、
耐
震
診

断
の
結
果
に
則
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と

▽
助
成
金
額　

耐
震
改
修
に
要
し

た
費
用
（
税
抜
き
）
の
２
分
の
１

の
金
額
（
上
限　

万
円
）
。

１００

◆
共
通
事
項

■限
 

平
成　

年
１
月　

日（
金
）（
予

２７

３０

算
額
を
超
え
た
場
合
は
、
期
限
内

で
あ
っ
て
も
申
請
を
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）

※
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
に
診

２７

３１

断
ま
た
は
改
修
が
完
了
し
、
完
了

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

※
助
成
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、

業
者
と
の
契
約
前
に
申
請
が
必
要

で
す
。
必
ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
対
象
業
者
等
、
詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ごご
利利
用用
くく
だだ
ささ
いい
！！

木木
造造
住住
宅宅
のの
耐耐
震震
診診
断断
・・

耐耐
震震
改改
修修
助助
成成
制制
度度

　

市
で
は
平
成　

年
度
・
平
成　

２６

２７

年
度
に
採
用
す
る
職
員
を
下
表
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■申
 

「
東
京
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

経
験
者
採
用（
一
般
事
務
Ⅰ
類
Ｂ
、

土
木
技
術
Ⅰ
類
＝
平
成

年
９
月

２６

１
日
採
用
予
定
）

▽
受
付
期
間　

５
月
１
日（
木
）午

前
８
時
〜　

日（
水
）午
後
５
時

２１

▽
一
次
試
験
申
し
込
み
の
流
れ　

電
子
申
請
申
込
時
に
「
エ
ン
ト
リ

ー
シ
ー
ト
」
と
「
受
験
票
」
を
印

刷
し
作
成
後
、
人
事
課
人
事
給
与

係
に
郵
送
で
提
出
〔
５
月　

日
２１

（
水
）必
着
〕

新
規
採
用
（
一
般
事
務
Ⅰ
類
Ａ
、

消
防
士
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
類
＝
平
成
２７

年
４
月
１
日
採
用
予
定
）

▽
電
子
申
請
の
受
付
期
間　

５
月

１
日（
木
）午
前
８
時
〜
６
月
２
日

（
月
）午
後
５
時

※
電
子
申
請
時
に
稲
城
市
に
関
す

時間相談日相談員相談の内容相談の種類

午前9時～正午
（定員5人

1人30分）

毎月
第1・3・4火曜日
第1・2・3・4
木曜日
第2日曜日

弁護士

離婚問題、遺産相続、
土地・家屋の賃貸借問
題、金銭の貸し借り、
自己破産など法律的問
題

法律相談
（1案件につき
1回）

午前9時～
11時30分

（定員3人
1人50分）

毎月第2火曜日弁護士
被害者・加害者の損害
賠償の問題、示談の方
法、保険の手続きなど

交通事故相談
（予約随時）

午後1時30分
～4時30分

（定員3人
1人60分）

毎月
第1・3金曜日

法務省人権擁
護委員

夫婦・家族の間での不
和や争い、近所トラブ
ルなど、人権侵害に関
わること

人権・身の上相
談（前日までに
予約）

午後1時30分
～4時30分

（定員4人
　1人40分）

毎月第2火曜日総務省行政相
談委員

国や独立行政法人等の
仕事についての苦情や
疑問など

行政相談（前日
までに予約）

毎月第3火曜日
東京都行政書
士会府中支部
会員

離婚、相続、遺言、契
約など、くらしの中で
生じる書類の作成、手
続きに関すること

遺言書作成など
くらしの書類作
成相談

毎月
第2・4水曜日

東京都宅地建
物取引業協会
府中稲城支部
会員・東京都
不動産鑑定士
協会会員

不動産の契約更新・解
除、アパートの立退料・
家賃の値上げ、土地の
価格や不動産の売買・
交換、地代・更新料な
ど

不動産相談

毎月第2木曜日
東京司法書士
会多摩支部会
員

土地建物の名義変更な
ど、登記に関すること

不動産の相続、
贈与等の登記相
談

毎月第3木曜日東京税理士会
日野支部会員

相続税、贈与税、所得税
など税金に関すること税務相談

毎月
第1・3水曜日

稲城市住宅リ
フォーム協議
会会員

住まいの修繕・増改築
など、リフォームに関
すること

住宅リフォーム
相談

午前10時～正午、
午後1時～3時毎週月～金曜日消費生活専門

相談員

不当請求、訪問販売な
ど、消費者トラブルに
関すること

消費者相談
（相談電話
378－3738）

る
簡
易
な「
一
次
試
験
」を
行
い
、

合
格
者
の
み
に
「
事
前
課
題
票
」

を
交
付
し
ま
す
。

▽
一
次
試
験
後
の
流
れ

①
交
付
さ
れ
た
「
事
前
課
題
票
」

を
自
筆
で
作
成
し
、
人
事
課
人
事

給
与
係
に
郵
送
で
提
出

②
「
事
前
課
題
票
」
の
受
付
後
、

「
受
験
票
」
を
交
付

平成26年度・平成27年度　市職員募集

二次試験日・会場その他資格等年齢要件募集人員職種区分

7月27日（日）
駒沢女子大学・短期
大学
※電子申請時に一次
試験を実施するた
め、7月27日（日）は
二次試験となりま
す。

－－－－昭和62年4月2日～平成
5年4月1日生まれの方若干名一般事務Ⅰ類AＡ

平
成　

年
4
月
1
日

27採
用
予
定

○身長＝男性160cm以上、
女性155cm以上
○矯正視力＝両眼で0.7以上
かつ一眼でそれぞれ0.3以上
○赤色、青色及び黄色の色彩
の識別ができること
○消防士として必要な体力が
ある健康な方で日本国籍を有
する方

昭和62年4月2日～平成
5年4月1日生まれの方

区分
Ｂ～Ｄで
若干名

消防士Ⅰ類Ｂ

平成3年4月2日～平成7
年4月1日生まれの方消防士Ⅱ類C

平成5年4月2日から平成
9年4月1日生まれの方消防士Ⅲ類D

6月7日（土）
稲城市役所または地
域振興プラザ
※一次試験としてエ
ントリーシート審査
を行うため、6月7日
（土）は二次試験とな
ります。

民間企業等における職務経験
を平成26年8月31日までの
間に3年以上有する方

昭和59年4月2日～平成
元年4月1日生まれの方若干名一般事務Ⅰ類B

（経験者採用）E平
成　

年
9
月
1
日

26採
用
予
定

土木技術一般の職務に必要な
知識を有し（学校で専門科目
を履修していることなど）、
民間企業等における職務経験
を平成26年8月31日までの
間に3年以上有する方

昭和54年4月2日～平成
元年4月1日生まれの方若干名土木技術Ⅰ類

（経験者採用）F

※Ⅰ類＝大卒程度、Ⅱ類＝短大卒程度、Ⅲ類＝高卒程度　※いずれの職種も学歴は問いません。
※区分Ａ～Ｄのいずれかと、区分Ｅ・Ｆのいずれかの申し込みが可能です。
※日常的に自動車の運転を必要とする部署に配属されることがあります。
※地方公務員法第16条に定める欠格事項に該当する方は受験できません。

稲城
なしのすけ

○C K.Okawara・Jet Inoue

■先 ■問 人事課人事給与係人事課人事給与係

　

商
工
会
で
は
、
住
宅
の
リ
フ
ォ

ー
ム
工
事
を
市
内
の
業
者
が
施
工

し
た
場
合
、
そ
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。

■対
 

申
請
日
時
点
に
市
民
で
、
対
象

住
宅
を
所
有
し
て
い
る
方

▽
対
象
工
事　
　

万
円
以
上
（
消

４０

費
税
額
を
除
く
）の
工
事
、か
つ
対

象
と
な
る
建
物
は
自
己
の
居
住
の

用
に
供
す
る
住
宅
ま
た
は
併
用
・
集

合
住
宅
に
お
け
る
個
人
住
宅
部
分

▽
補
助
金
額　

工
事
額
の　

％（
上

１０

限　

万
円
）

２０
■申
 

申
請
書
と
必
要
書
類
を
添
付
の

う
え
、
商
工
会
窓
口
に
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

※
申
請
は
工
事
着
工
前
に
限
り
ま

す
。

■限
 

平
成　

年
１
月　

日（
金
）

２７

３０

※
期
限
内
に
補
助
金
限
度
額
に
達

し
た
場
合
は
、
申
請
を
締
め
切
り

ま
す
。

■先
 

■問
 

都
市
計
画
課
開
発
指
導
係

都
市
計
画
課
開
発
指
導
係

稲稲
城城
市市
商商
工工
会会

住住
宅宅
改改
修修
等等

補補
助助
金金

■先
 

■問
 

稲
城
市
商
工
会

稲
城
市
商
工
会　

11　

・
１
６
９
６

・
１
６
９
６

３７７３７７

稲城市職員募集稲城市職員募集! !

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
平
成　

年
度
・
平
成　

年
度

２６

２７

稲
城
市
職
員
採
用
情
報
」
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。



２６・５・１ 代表電話は378－2111　（2）

凡例

▲

 ■対対象 ■日期日 ■時時間 ■場会場 ■定定員 ■内内容 ■講 講師 ■持 持ち物 ■費 費用 ■申 申込方法 ■限 申込期限 ■先 申込先 ■主 主催 ■共 共催 ■問問い合わせ

稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲
城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城
消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消
防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防
署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
ららららららららららららららららららららららららららららららららら

ののののののののののののののののののののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららららららららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

　

平
成　

年
４
月
か
ら
全
て
の
住

２２

宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
て
か
ら
４
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
稲
城
市
の
設
置

率
は　

・
１
％
と
全
国
水
準
よ
り

８６

高
い
設
置
率
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

未
だ
約　

％
の
住
宅
が
未
設
置
と

１４

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
稲

城
消
防
署
で
は
５
月
か
ら
市
内
全

域
の
住
宅
を
無
作
為
に
抽
出
し
た

設
置
率
の
調
査
と
設
置
し
て
い
る

世
帯
に
対
す
る
電
池
切
れ
等
の
適

切
な
維
持
管
理
の
指
導
を
、
稲
城

市
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
と
連
携
し
て

行
い
ま
す
。

※
消
防
署
職
員
、
女
性
防
火
ク
ラ

ブ
員
は
、
身
分
証
明
書
を
持
っ
て

お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
調
査
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

稲
城
消
防
署
で
は
、
市
民
の
方

が
集
ま
る
お
祭
り
や
ス
ポ
ー
ツ
イ

ベ
ン
ト
な
ど
で
、
い
ざ
と
い
う
時

の
た
め
に
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外

式
除
細
動
器
）
を
無
料
で
貸
し
出

し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■対
 

医
師
・
救
急
救
命
士
、
ま
た
は

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
以
上
の
講
習
修

了
者
を
確
保
で
き
る
市
内
団
体

■申
 

利
用
許
可
申
請
書
を
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

■先
 

■問
 

稲
城
消
防
署
警
防
課
救
急
係 

1　

・
７
１
１
９

３７７

市市
民民
農農
園園

利利
用用
者者
募募
集集

（（
農農
家家
開開
設設
型型
））

　

農
業
者
が
開
設
運
営
す
る
市
民

農
園
の
利
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

土
に
親
し
み
、
野
菜
作
り
を
楽
し

み
ま
せ
ん
か
。

■対
 

市
内
在
住
で
、
野
菜
作
り
に
興

味
の
あ
る
方
（
家
族
で
の
参
加
も

可
）

▽
利
用
期
間　

５
月　

日（
土
）〜

１７

平
成　

年
４
月　

日
（
最
長
５
年

２７

３０

間
継
続
で
き
ま
す
）

▽
農
園
名　
 
後
田
園 
（
坂
浜
２
７

う
し
ろ
だ
え
ん

９
７
）

▽
募
集
区
画
数　

２
区
画
（
１
区

画　

㎡
）

２０
▽
利
用
料　

年
間
１
万
６
千
円

■申
 

左
上
図
の
記
入
例
を
参
照
し
、

ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※
１
世
帯
で
２
通
以
上
の
応
募
、

他
人
名
義
の
応
募
が
あ
っ
た
場
合

は
、
無
効
に
な
り
ま
す
。

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
、

結
果
は
５
月　

日（
金
）ま
で
に
園

１６

主
か
ら
通
知
し
ま
す
。

■限
 

５
月　

日（
月
）必
着

１２

▽
注
意
事
項

○
こ
の
農
園
は
市
が
直
接
管
理
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
園
主
が
直
接
作
付
指
導
を
行
う

農
園
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■先
 

■問
 

経
済
観
光
課
農
政
係

軽
自
動
車
税
の
納
税

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
軽
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転

車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
、

そ
の
車
の
定
置
場
の
あ
る
市
区
町

村
が
課
税
し
、
５
月
に
納
税
通
知

書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

指
定
金
融
機
関
や
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
も
納
付
が
で
き
ま
す
（
納

税
通
知
書
裏
面
の
納
付
場
所
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）
。

軽
自
動
車
税
の
減
免

　

軽
自
動
車
等
（
原
動
機
付
自
転

車
を
含
む
）
の
税
金
を
申
請
に
よ

り
減
免
し
ま
す
。　

■対
 

次
の　
　

の
い
ず
れ
か
に
該
当

（１）
（２）

す
る
方

　

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
障
害

（１）の
あ
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
（
身
体
に
障
害
の
あ
る　

歳
未

１８

満
の
方
、
知
的
障
害
が
あ
る
方
、

精
神
障
害
が
あ
る
方
と
生
計
を
共

に
す
る
方
が
所
有
す
る
も
の
を
含

む
）で
、次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合（
１
台
に
限
る
）

①
身
体
障
害
者
等
が
取
得
ま
た
は

所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
等
で
、

専
ら
当
該
障
害
者
本
人
が
運
転
す

る
も
の　

②
身
体
障
害
者
等
が
取
得
ま
た
は

所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
等
で
、

専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
通
学
、

通
院
、
通
所
等
の
た
め
に
生
計
を

一
に
す
る
方
が
運
転
す
る
も
の
。

た
だ
し
、
身
体
障
害
者
は
年
齢　
１８

歳
未
満
の
方
（　

歳
以
上
の
方
の

１８

場
合
は
障
害
者
本
人
が
所
有
者
で

あ
る
こ
と
）
、
知
的
障
害
者
ま
た

は
精
神
障
害
者
に
あ
っ
て
は　

歳
１８

未
満
に
限
ら
ず
、
そ
の
方
と
生
計

を
一
に
す
る
方
が
取
得
ま
た
は
所

有
す
る
軽
自
動
車
等
も
減
免
の
対

象
と
な
り
ま
す
。　

③
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ

れ
る
世
帯
の
身
体
障
害
者
等
が
取

得
ま
た
は
所
有
し
て
い
る
軽
自
動

車
等
で
、
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
の
通
学
、
通
院
、
通
所
等
の
た

め
に
、
常
時
介
護
す
る
方
が
運
転

す
る
も
の　

④
そ
の
構
造
が
専
ら
身
体
障
害
者

等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
軽
自
動
車
等（
構
造
減
免
）

　

公
益
の
た
め
に
、
直
接
専
用
す

（２）る
と
認
め
る
軽
自
動
車
等　

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

○
身
体

障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

愛
の
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

（
午
前
０
時
）
現
在
、
車
検
証
に

記
載
さ
れ
て
い
る
所
有
者
（
割
賦

販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
の
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
自
動
車
税
納
税

２６

通
知
書
は
、
５
月
１
日（
木
）に
発

送
し
ま
す
。
６
月
２
日（
月
）ま
で

に
お
手
元
の
納
付
書
裏
面
に
記
載

さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
へ

自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

　

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方

で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
は
、
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得

税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
納

期
限
の
６
月
２
日（
月
）ま
で
〔
新

た
に
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合
は

登
録
（
取
得
）
日
か
ら
１
カ
月
以

内
〕
に
申
請
が
必
要
で
す
。
都
税

事
務
所
、
都
税
支
所
、
支
庁
、
自

動
車
税
事
務
所
、
都
税
総
合
事
務

セ
ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
へ
申
請
し

祉
手
帳
等
減
免
の
対
象
と
な
る
こ

と
を
証
明
す
る
も
の　

○
運
転
免

許
証　

○
自
動
車
検
査
証　

○
印

鑑　

○
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

▽
申
請
期
限　

５
月　

日（
月
）　

２６

■先
 

■問
 

課
税
課
市
民
税
係

納
期
限

納
期
限
6
月
2
日

6
月
2
日（
月
）

（
月
）

５
月
は
軽
自
動
車
税
の

納
期
で
す

納
期
限

納
期
限
6
月
2
日

6
月
2
日（
月
）

（
月
）

５
月
は
自
動
車
税
の

納
期
で
す

消
防
署
職
員
に
よ
る

消
防
署
職
員
に
よ
る

住
宅
防
火
診
断
の
実
施

住
宅
防
火
診
断
の
実
施

　

稲
城
消
防
署
で
は
、
市
内
の
高

齢
者
世
帯
等
を
対
象
と
し
た
住
宅

防
火
診
断
を
実
施
し
ま
す
。
診
断

で
は
、
火
災
や
地
震
な
ど
に
よ
る

被
害
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
、
お

宅
を
戸
別
に
訪
問
し
災
害
が
発
生

し
た
際
の
注
意
点
な
ど
住
宅
防
火

対
策
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

※
職
員
は
、
執
務
服
や
救
急
服
を

着
用
し
、
身
分
証
明
書
を
持
っ
て

お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■対
 
　

歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
、
救

６５
急
医
療
届
出
加
入
者

▽
実
施
期
間　

６
月
１
日（
日
）〜

平
成　

年
３
月　

日（
火
）

２７

３１

■内
 

主
な
ア
ド
バ
イ
ス

●
火
災
を
早
期
に
発
見
す
る
た
め

の
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
に
関

す
る
重
要
性
や
機
器
の
維
持
管
理

等
に
つ
い
て

●
地
震
に
よ
る
被
害
か
ら
身
を
守

る
た
め
の
家
具
転
倒
防
止
対
策
や

非
常
持
ち
出
し
用
品
等
の
備
え
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

設
置
率
調
査
の
実
施

　

設
置
率
調
査
の
実
施

つ
い
て

●
消
火
器
等
の
悪
質
な
訪
問
販
売

に
対
す
る
注
意
事
項
な
ど

■問
 

稲
城
消
防
署
予
防
課
査
察
指
導

係　

1　

・
７
１
１
９

３７７

※1　アパート・マンションの場合
は、名称・号室も記入してください。
※2　ここに記入された氏名を「区
割図」に表示します。
※3　携帯電話でも可能です。

応

募

は
『

は

が

き

』
で

〒206－8601

稲
城
市

　

東
長
沼
2
1
1
1

稲
城
市
役
所経済

観
光
課

農
家
開
設
型

　

市
民
農
園
申
込
係

は
が
き
記
入
例（
表
面
）

１ ．郵便番号

２ ．住所 ※1

３ ．氏名 ※2

４．フリガナ

５ ．電話番号 ※3

（
裏
面
）

都都
税税
かか
らら
のの

おお

知知

らら

せせ

貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸
しししししししししししししししししししししししししししししししし
出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出
しししししししししししししししししししししししししししししししし
まままままままままままままままままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

貸
し
出
し
ま
す

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ
ＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥ
ＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ

Ａ
Ｅ
Ｄ

（
日
）に
、
次
の
項
目
を
重
点
に
実

施
さ
れ
ま
す
。

▽
重
点
目
標　

①
母
さ
ん
助
け
て

詐
欺
被
害
防
止　

②
住
宅
を
対
象

と
し
た
侵
入
犯
罪
の
防
止　

③
子

ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止　

④
乗
り
物
盗
の
被
害
防
止

　

市
内
の
公
衆
浴
場
で
は
、
こ

ど
も
の
日
に
「
し
ょ
う
ぶ
湯
」

を
実
施
し
ま
す
。

　

当
日
は
小
学
生
以
下
、
入
浴

「「ししょょううぶぶ湯湯」」
をを実実施施ししまますす

日
現
在
で
満　

歳
以
上
（
年
齢

６５

の
分
か
る
も
の
が
必
要
で
す
）

の
方
の
入
浴
料
が
無
料
に
な
り

ま
す
。

■日
 

５
月
５
日（
月
・
祝
）

■場
 

稲
城
浴
場
（
大
丸　

）
２２１

※
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

■問
 

稲
城
浴
場　

1　

・
７
２
２

３７７

２
、
稲
城
市
経
済
観
光
課
商
工

係

て
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
納
付
で
き
ま
す
！

　

パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
を
使
っ

て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納

付
で
き
ま
す
。
ご
自
宅
や
外
出
先

か
ら
お
手
続
き
い
た
だ
け
る
の
で
、

と
て
も
便
利
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▽
利
用
期
間　

５
月
１
日（
木
）〜

６
月
２
日（
月
）

▽
利
用
可
能
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
、
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ　

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
、

Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ　

Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
、
Ｔ

Ｓ
３

※
詳
細
は
、
「
東
京
都
主
税
局
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問
 

自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

1　

・
３
５
２
５
・
４
０
６
６

０３

春の地域安全運動春の地域安全運動
～守ろうよ～守ろうよ　
わたしの好きな　わたしの好きな

街だから～　　　　街だから～

5月1日（木）～5日（月・祝）、11日（日）5月1日（木）～5日（月・祝）、11日（日）

　

春
の
地
域
安
全
運
動
が
５
月
１

日（
木
）〜
５
日（
月
・
祝
）と　

日
１１

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
防
犯
意
識
を

高
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
今
年
も

駅
伝
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
と
ご
み
拾

い
を
実
施
し
ま
す
。
市
内
各
地
区

を
順
次
パ
ト
ロ
ー
ル
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■日
 

５
月　

日（
日
）

１１

※
午
前
８
時　

分
か
ら
若
葉
台
交

４５

番
前
で
出
発
式
を
行
い
ま
す
。

※
各
拠
点
に
お
い
て
、
出
発
時
間

　

分
前
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

２０▽
行
程　

次
の
①
か
ら
⑦
へ
と
順

次
市
内
を
駅
伝
方
式
で
パ
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
き
ま
す
。

①
午
前
９
時
・
若
葉
台
交
番
、
平

尾
自
治
会
館
出
発

②
午
前
９
時　

分
・
福
島
屋
前

５０

③
午
前　

時　

分
・
京
王
線
稲
城

１０

３０

駅
前

④
午
前　

時　

分
・
西
東
京
カ
ロ

１０

５０

ー
ラ
前

⑤
午
前　

時　

分
・　

矢
野
口
駅

１１

３０

JR

前⑥
午
後
１
時　

分
・
大
丸
地
区
会

２０

館⑦
午
後
２
時
・
城
山
公
園
（
三
和

前
）
広
場
終
着

※
午
後
０
時　

分
〜
１
時　

分
は

２０

２０

大
丸
地
区
会
館
で
昼
食
休
憩

■主
 

多
摩
稲
城
防
犯
協
会

▽
後
援　

多
摩
中
央
警
察
署
、
稲

城
市
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推

進
協
議
会
、
ふ
れ
あ
い
連
絡
協
議

会■問
 

多
摩
中
央
警
察
署　

1　

・　

・

０４２

３７５

０
１
１
０
、
多
摩
稲
城
防
犯
協
会 

1　

・　

・
０
０
１
９
、
稲
城
市

０４２

３３７

総
務
契
約
課
総
務
係

第
９
回
稲
城
駅
伝

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル



（3）　代表電話は378－2111 ２６・５・１

都都
営営
住住
宅宅

入入
居居
者者
募募
集集

実
行
委
員
募
集

第第　

回
稲
城

回
稲
城

2323
平
和
コ
ン
サ
ー
ト

平
和
コ
ン
サ
ー
ト

　

市
で
は
「
平
和
で
友
愛
に
満

ち
た
心
の
ふ
る
さ
と
稲
城
」
を

つ
く
る
た
め
、
平
成
３
年
３
月

７
日
に
稲
城
市
平
和
都
市
宣
言

を
制
定
し
ま
し
た
。今
年
度
も
、

平
和
へ
の
理
解
を
深
め
る
機
会

と
し
て
開
催
す
る
「
稲
城
平
和

コ
ン
サ
ー
ト
」
の
企
画
運
営
を

行
う
実
行
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

■対
 

平
和
コ
ン
サ
ー
ト
に
関
心
の

あ
る
市
民
の
方
で
実
行
委
員
会

に
参
加
で
き
る
方

■限
 

５
月　

日（
火
）

２０

■先
 

■問
 

市
民
協
働
課
協
働
推
進
係

▽
区
分

①
一
般
募
集
住
宅
（
家
族
向
・
単

身
者
向
）

②
定
期
使
用
住
宅
（
若
年
フ
ァ
ミ

リ
ー
向
）

③
定
期
使
用
住
宅（
多
子
世
帯
向
）

④
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向

▽
申
込
用
紙
配
布
期
間　

５
月
７

日（
水
）〜　

日（
木
）

１５

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

▽
配
布
場
所　

市
役
所
総
合
案
内
・

市
民
課
、
平
尾
・
若
葉
台
出
張
所
、

各
文
化
セ
ン
タ
ー
、
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
他

※
市
役
所
市
民
課
で
は
５
月　

日
１１

（
日
）開
庁
時
間
も
配
布
し
ま
す
。

※
文
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
休
館
日

を
除
き
土
・
日
曜
日
も
配
布
し
ま

す
。

※
申
込
用
紙
は
、
配
布
期
間
中
の

み
「
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営

住
宅
募
集
セ
ン
タ
ー
」
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

■申
 

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
５
月　

日（
月
）必
着
で

１９

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
 

市
民
課
市
民
窓
口
係
、
東
京
都

住
宅
供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ

ン
タ
ー
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
、

申
込
用
紙
配
布
期
間
中
の
み
）　

1
０
５
７
０
･　

･　
０１０

８１０

■
縦
覧

　

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
税

の
納
税
者
は
、
他
の
土
地
や
家
屋

の
評
価
額
な
ど
を
記
載
し
た
帳
簿

を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
（ 
名  
寄 
帳
交
付
）

な 

よ
せ

　

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
）
税
の
納
税
義
務
者
は
期

間
中
、
自
分
の
名
寄
帳
（
課
税
台

帳
）
の
写
し
を
無
料
（
期
間
外
は

有
料
）で
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
本
人
名
義
以
外
（
配
偶
者
、
家

族
、
会
社
な
ど
）
の
名
寄
帳
の
写

し
を
と
る
場
合
は
委
任
状
な
ど
が

必
要
で
す
。

■
共
通
事
項

■日
 

６
月
２
日（
月
）ま
で

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く〔
た

だ
し
、
休
日
開
庁
日
の
５
月　

日
１１

（
日
）、　

日（
土
）は
縦
覧
及
び
閲

２４

覧
が
で
き
ま
す
〕
。

■時
 

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

※
休
日
開
庁
日
は
、
正
午
〜
午
後

固
定
資
産
税
・

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
あ
ら
ま
し

都
市
計
画
税
の
あ
ら
ま
し

■問
 

課
税
課
土
地
係
・
家
屋
係

課
税
課
土
地
係
・
家
屋
係

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
、
家
屋

及
び
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

方
に
、
そ
の
価
格（
適
正
な
時
価
）

に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
税

金
で
、
市
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実

施
す
る
た
め
の
重
要
な
財
源
で
す
。

　

ま
た
、
都
市
計
画
税
は
、
下
水

道
等
の
都
市
計
画
事
業
ま
た
は
土

地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用

に
充
て
る
た
め
の
目
的
税
で
す
。

土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
市
街
地

開
発
事
業
に
伴
い
、
道
路
、
上
水

道
、
下
水
道
、
ガ
ス
等
の
供
給
処

理
施
設
等
が
面
的
に
整
備
さ
れ
る

と
、
そ
の
区
域
外
に
お
い
て
も
住

環
境
及
び
交
通
の
利
便
性
が
向
上

す
る
た
め
、
そ
の
区
域
の
内
外
を

問
わ
ず
、
都
市
計
画
区
域
内
に
所

在
す
る
土
地
及
び
家
屋
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

土
地
と
家
屋
の
価
格（
評
価
額
）

は
、
平
成　

年
度
の
評
価
替
え
か

２４

土
地
の
評
価

土
地
の
評
価

　

土
地
は
、
地
目
ご
と
に
評
価
方

法
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
評
価

上
の
地
目
は
、
土
地
登
記
簿
上
の

地
目
と
は
別
に
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
現
況
を
基
準
に
評
価
し
ま

す
。

　

平
成　

年
度
の
税
制
改
正
に
お

２４

い
て
、
税
負
担
の
均
衡
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
、
平
成　

年
度
ま
で
は

２５

経
過
措
置
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た

負
担
水
準　

％
以
上
の
住
宅
用
地

９０

な
ど
に
お
け
る
負
担
調
整
措
置
の

据
置
特
例
が
平
成　

年
度
以
降
廃

２６

止
さ
れ
ま
し
た
（
表
１
参
照
）
。

た
だ
し
、
商
業
地
な
ど
の
宅
地
に

お
け
る
負
担
調
整
措
置
の
据
置
特

例
は
今
ま
で
ど
お
り
変
更
あ
り
ま

せ
ん
（
表
２
参
照
）
。
負
担
水
準

（
前
年
度
の
課
税
標
準
額
に
対
し

て
今
年
度
の
評
価
額
が
ど
の
く
ら

い
の
水
準
に
達
し
て
い
る
か
）
の

低
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
一
定
水

準
に
達
す
る
ま
で
毎
年
５
％
ず
つ

課
税
標
準
額
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

○
負
担
水
準
（
％
）
＝
〔
平
成　
２５

年
度
課
税
標
準
額
（
比
準
）÷（
平

成　

年
度
評
価
額
×
特
例
率
）
〕

２６
×　
１００

※
特
例
率
と
は
、
税
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
の
率
（
表
３
参
照
）

住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の

特
例
措
置
（
特
例
率
）

　

家
屋
の
課
税
標
準
額
は
評
価
額

と
同
じ
で
す
が
、
土
地
に
つ
い
て

は
課
税
標
準
の
特
例
措
置
が
あ
り

ま
す
（
表
３
参
照
）
。
住
宅
の
敷

地
に
利
用
さ
れ
て
い
る
土
地
は
、

そ
の
広
さ
に
よ
っ
て
、
「
小
規
模

住
宅
用
地
」「
一
般
住
宅
用
地（
小

規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用

地
）
」
に
分
け
て
特
例
措
置
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

家
屋
の
評
価

家
屋
の
評
価

　

家
屋
に
つ
い
て
は
、
種
類
（
住

宅
、
共
同
住
宅
、
事
務
所
、店
舗
、

付
属
家
、
工
場
な
ど
）、
構
造（
木

造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄

骨
造
な
ど
）、
床
面
積
、
間
取
り
、

使
用
資
材
と
そ
の
使
用
量
及
び
施

工
の
程
度
に
よ
り
評
価
額
を
算
出

し
ま
す
。

新
築
住
宅
に
対
す
る
減
額
措
置

　

新
築
さ
れ
た
住
宅
が
、
一
定
の

要
件
を
満
た
す
場
合
、
新
た
に
課

税
さ
れ
る
年
度
か
ら
一
定
の
期
間
、

固
定
資
産
税
が
２
分
の
１
減
額
さ

れ
ま
す
（
表
４
参
照
）
。

住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
う
減
額

　

対
象
と
な
る
住
宅
に
つ
い
て
、

償
却
資
産
の
評
価

償
却
資
産
の
評
価

　

償
却
資
産
と
は
、会
社
や
工
場
、

商
店
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
経
営
し

て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
用
に

供
す
る
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、

器
具
、
備
品
な
ど
）
で
、
そ
の
減

価
償
却
費
が
法
人
税
法
ま
た
は
所

得
税
法
の
規
定
に
よ
り
所
得
の
計

算
上
、
損
金
ま
た
は
必
要
経
費
に

算
入
さ
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資

産
の
状
況
を
、
１
月　

日
ま
で
に

３１

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
申
告
に
基
づ
く
取
得
価
格
を

基
に
、
取
得
後
の
経
過
年
数
に
応

じ
た
評
価
額
を
算
出
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
取
得
分
か

２６

ら
、
ノ
ン
フ
ロ
ン
製
品
等
に
対
す

る
償
却
資
産
の
課
税
標
準
の
特
例

納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を

平平
成成　

年年
度度

２６２６
固
定
資
産
税

 
固
定
資
産
税
・・

都
市
計
画
税
の
納
期

都
市
計
画
税
の
納
期

第
１
期
＝
６
月
２
日（
月
）

第
２
期
＝
７
月　

日（
木
）

３１

第
３
期
＝　

月　

日（
木
）

１２

２５

第
４
期
＝
平
成　

年
３
月
２
日

２７

（
月
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減

免
　

災
害
、
生
活
保
護
な
ど
市
長
が

認
め
る
特
別
な
理
由
に
よ
り
納
税

が
困
難
な
方
は
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

１
時
を
除
く
。

■場
 

課
税
課
（
市
役
所
１
階
７
番
窓

口
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

本
人
確

認
の
で
き
る
公
的
な
証
明
書
（
運

転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

ら
原
則
３
年
間
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

土
地
の
場
合
、
地
価
の
下
落
が
認

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
価

格
の
修
正
を
行
い
ま
し
た
。

▽
税
率

○
固
定
資
産
税
率
＝
１
・
４
％

○
都
市
計
画
税
率
＝
０
・　

％
２７

一
定
の
改
修
工
事
を
施
し
た
場
合
、

家
屋
の
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ

ま
す
（
表
５
参
照
）
。

　

こ
の
減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、

改
修
工
事
完
了
後
、
３
カ
月
以
内

の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
同
一
敷
地
内
の
個
人
住
宅
及
び

共
同
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
場
合
、

併
設
さ
れ
る
駐
車
場
な
ど
が
塀
や

柵
・
道
路
な
ど
で
明
確
に
分
離
さ

れ
て
な
く
、
契
約
行
為
が
さ
れ
て

い
る
居
住
者
専
用
の
場
合
は
、
申

告
に
よ
り
住
宅
用
地
と
し
て
認
定

さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

表1　住宅用地などの負担調整措置

調整方法負担水準

100％まで引き下げる100％以上

当該年度評価額に住宅用地等特例率を乗じて得た額（本
則課税標準額）の5％を前年度の課税標準額に加える。
ただし、この額が本則課税標準額を上回る場合は本則課
税標準額とし、20％未満の場合は20％相当額とする。

100％未満

表2　商業地などの宅地の負担調整措置

調整方法負担水準

70％まで引き下げる70％超

前年度据え置き60％以上
70％以下

当該年度評価額に住宅用地等特例率を乗じて得た額の
5％を前年度の課税標準額に加える（上限60％）。
ただし20％未満の場合は、20％に引き上げる。

60％未満

表3　住宅用地に対する課税標準の特例措置

特例率
用地区分・説明

都市計画税固定資産税

評価額×1／3評価額×1／61戸当たり200㎡
まで

小規模
住宅用地住宅用地

（※）
評価額×2／3評価額×1／3200㎡を超える部

分
一般
住宅用地

特例措置なし店舗、工場、更地等非住宅地

※住宅用地は、その敷地に建っている居住用家屋の床面積の10倍まで認
定されます。家屋を取り壊した場合、住宅用地とは認定されません。

表4　新築住宅に対する固定資産税の減額措置
　　（認定長期優良住宅を含む）

減額期間床面積減額対象範囲

新築後3年間（認定長期
優良住宅は5年間）

50㎡以上280㎡以下
（共同住宅は、40㎡
以上280㎡以下）で
120㎡を限度

下記以外の住宅

新築後5年間（認定長期
優良住宅は7年間）

3階建以上の耐火及び
準耐火構造の住宅

表5　住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置

減額の期間
など

減額限度面積
（1戸あたり）条件など対象家屋

翌年度分を
2分の1減額
（※3）

120㎡まで
耐震基準に適合
した50万円超
の耐震改修工事

昭和57年1月
1日以前に建
築された住宅

住宅耐
震改修
（※1）

翌年度分を
3分の1減額100㎡まで

65歳以上の方、
要介護等の方ま
たは障害者の方
が居住するもの・
補助金を除く自
己負担額が50万
円超のバリアフ
リー改修など

平成19年1月
1日以前に建
築された住宅
（賃貸部分を
除く）

バリア
フリー
改修
（※2）

翌年度分を
3分の1減額120㎡まで

窓の改修工事な
ど一定の要件を
満たした50万
円超の省エネ改
修工事

平成20年1月
1日以前に建
築された住宅
（賃貸部分を
除く）

省エネ
改修
（※2）

※1　住宅耐震改修に対する減額は、他の減額とは併用できません。
※2　バリアフリー改修と省エネ改修のみ、重複して適用できます。
※3　平成26年度から要安全確認計画記載建築物等の減額期間は、2年
度分となります。

　

火
葬
炉
の
保
守
点
検
な
ど
を
行

い
ま
す
の
で
、
下
表
の
と
お
り
業

務
を
休
止
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く

は
、
「
南
多
摩
斎
場
」
ホ
ー
ム
ペ

保守点検に伴う業務予定

霊安
室

予約
受付

式場利用火葬
業務 通夜告別式

○○×○○5月20日（火）

○○×××5月21日（水）
友引日

○○○××5月22日（木）
臨時休業日

○○○○○5月23日（金）

○＝平常どおり　　×＝休業

固
定
資
産
税
・

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の

都
市
計
画
税
の

縦
覧
と
閲
覧

縦
覧
と
閲
覧

臨
時
休
業
し
ま
す

臨
時
休
業
し
ま
す

南
多
摩
斎
場

南
多
摩
斎
場

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
 

南
多
摩
斎
場　

1　

・　

・
７

０４２

７９７

６
４
１



２６・５・１ 代表電話は378－2111　（4）

凡例

▲

 ■対対象 ■日期日 ■時時間 ■場会場 ■定定員 ■内内容 ■講 講師 ■持 持ち物 ■費 費用 ■申 申込方法 ■限 申込期限 ■先 申込先 ■主 主催 ■共 共催 ■問問い合わせ

5月12日は5月12日は
民生委員・民生委員・児童委員の日児童委員の日

民民生生委委員員・・児児童童委委員員はは
ああななたたのの身身近近なな相相談談相相手手でですす

■問 生活福祉課地域福祉係生活福祉課地域福祉係

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
地

域
住
民
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。
児
童
委
員
は
民
生
委
員

が
兼
ね
て
お
り
、
担
当
区
域
を
持

つ
児
童
委
員
と
、
担
当
区
域
を
持

た
ず
に
児
童
問
題
を
専
門
に
担
当

す
る
主
任
児
童
委
員
が
い
ま
す
。

現
在
、
市
内
で
は
４
人
の
主
任
児

童
委
員
を
含
む　

人
の
民
生
委
員
・

５８

児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す（
左

表
参
照
）
。

　

高
齢
者
、
障
害
者
、
ひ
と
り
親

家
庭
な
ど
で
生
活
に
関
す
る
問
題

を
抱
え
て
い
る
方
や
、
子
ど
も
の

問
題
な
ど
悩
み
を
お
持
ち
の
方
な

ど
の
相
談
相
手
と
な
り
、
必
要
に

応
じ
て
市
や
関
係
機
関
と
連
携
を

取
り
な
が
ら
問
題
解
決
に
取
り
組

み
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
努
め
て

い
ま
す
。

地
域
で
の
様
々
な
活
動

　

市
内
小
・
中
学
校
を
訪
問
し
て

学
校
と
の
連
携
を
図
っ
た
り
、
防

犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
清
掃
活
動
な
ど

地
域
事
業
へ
の
参
加
や
児
童
の
通

学
時
に
朝
の
あ
い
さ
つ
の
声
か
け

を
実
施
す
る
な
ど
、
地
域
の
安
全

安
心
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
他
、
市
が
実
施
す
る
高

齢
者
ア
ン
ケ
ー
ト
や
災
害
時
要
援

護
者
支
援
、
社
会
福
祉
協
議
会
が

実
施
す
る
歳
末
た
す
け
あ
い
運
動

や
心
配
ご
と
相
談
な
ど
に
も
協
力

し
て
い
ま
す
。

安
心
し
て
相
談
が
で
き
ま
す

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
守

秘
義
務
が
あ
り
ま
す
の
で
、
相
談

内
容
や
個
人
情
報
が
漏
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
ご
相

　

み
ど
り
ク
ラ
ブ
は
、
お
お
む
ね

　

歳
以
上
の
方
が
、
「
友
達
が
ほ

６０し
い
！
」
「
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
！
」
「
生
涯

健
康
！
」
な
ど
の
思
い
で
集
ま
っ

て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

市
内
の
各
地
域
に　

の
ク
ラ
ブ

１２

が
あ
り
ま
す
（
下
表
参
照
）
。
各

ク
ラ
ブ
で
は
、
友
愛
活
動
、
カ
ラ

オ
ケ
や
民
謡
、
手
芸
な
ど
の
趣
味

活
動
、
レ
ク
ダ
ン
ス
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
、
ス
ナ
ッ
グ
ゴ
ル
フ
な

ど
の
軽
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
入
会
を
希
望
す
る

方
は
、
お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
各
ク
ラ

ブ
の
紹
介
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

■申
 

居
住
す
る
地
域
の
ク
ラ
ブ
の
代

表
者
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

■問
 

高
齢
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

入
会
し
ま
せ
ん
か
？

入
会
し
ま
せ
ん
か
？

み
ど
り
ク
ラ
ブ

み
ど
り
ク
ラ
ブ

（
老
人
ク
ラ
ブ
）

（
老
人
ク
ラ
ブ
）

各クラブ代表者連絡先

連絡先代表者名クラブ名地域

377－8270 関  口 　 光  基 
せき ぐち こう き

第一寿会矢野口北部

378－2656 田  中 　　 勇 
た なか いさむ

第二寿会矢野口南部

377－9718 小  甲 　 淳子 
こ かぶ じゅんこ

常春会東長沼

377－7003 田  口 　 浩  司 
た ぐち ひろ し

長寿会大丸

377－5672 三  本 　　 勇 
みつ もと いさむ

福寿会大丸・
都営団地

377－6367 金  井 　 孝  治 
かな い こう じ

高砂会押立

331－3290 大  塚 　 冨  雄 
おお つか とみ お

常盤会坂浜・若葉台

331－0023 川  野 　 修  行 
かわ の のぶ ゆき

あゆみ会平尾

331－7005 山  本 　 元  子 
やま もと もと こ

むつみ会平尾宅地分譲
・平尾住宅

378－7775 伊  東  喜  満  江 
い とう き み え

向寿会向陽台・長峰
百村・若葉台

331－9798 池  田 　 一  雄 
いけ だ かず お

杜の会若葉台
（ワルツの杜）

350－1621 田  渕 　 昌  男 
た ぶち まさ お

ゆうわ会
若葉台
（ファインス
トーリア）

　

５
月　

日
の
民
生
委
員
・
児
童

１２

委
員
の
日
を
記
念
し
て
都
内
各
地

で
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
Ｐ
Ｒ

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
稲
城
市

の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
「
広

げ
よ
う　

地
域
に
根
ざ
し
た　

思

い
や
り
」
を
行
動
宣
言
と
し
、
次

の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

活
動
普
及
・
啓
発
パ
レ
ー
ド

　

都
内
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

よ
る
約
１
３
５
０
人
の
普
及
・
啓

発
パ
レ
ー
ド
に
稲
城
市
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
と
稲
城
な
し
の
す

け
が
参
加
し
ま
す
。

■日
 

５
月　

日（
日
）（
雨
天
中
止
）

１８

■時
 

午
前　

時
〜　

時　

分
ご
ろ

１１

１１

４０

■場
 

新
宿
駅
東
口
新
宿
通
り

民
生
委
員
・
児
童
委
員
Ｐ
Ｒ
展

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動

内
容
や
日
頃
の
活
動
を
パ
ネ
ル
で

分
か
り
や
す
く
紹
介
し
ま
す
。
ま

た
質
問
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
声
を
掛
け
て
く
だ

さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■日
 

５
月　

日（
火
）〜　

日（
木
）

１３

１５

■時
 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

■場
 

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

　

高
齢
・
障
害
が
あ
る
市
内
在
住

外
国
人
な
ど
を
対
象
に
福
祉
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。
該
当
の
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■対
 

昭
和　

年
３
月　

日
以
前
か
ら

６１

３１

引
き
続
き
日
本
に
居
住
す
る
外
国

人
等
で
、
現
在
は
稲
城
市
に
住
民

登
録
し
、
公
的
年
金
の
受
給
要
件

は
満
た
さ
な
い
が
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

①
大
正　

年
４
月
１
日
以
前
に
生

１５

ま
れ
た
方

②
昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に
生

３７

ま
れ
た
中
度
以
上
の
障
害
者
で
、

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に
中
度

５７

以
上
の
障
害
者
で
あ
っ
た
方

③
昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に
生

２２

ま
れ
た
方
の
う
ち
、
昭
和　

年
１

５７

月
１
日
か
ら
昭
和　

年
３
月　

日

６１

３１

ま
で
に
中
度
以
上
の
障
害
者
と
な

っ
た
方

※
他
の
自
治
体
か
ら
同
様
の
給
付

を
受
け
て
い
る
方
、
生
活
保
護
を

高
齢
・
障
害
が
あ
る

高
齢
・
障
害
が
あ
る

在
日
外
国
人
対
象
の

在
日
外
国
人
対
象
の

福
祉
給
付
金

福
祉
給
付
金

　

家
賃
債
務
保
証
制
度
は
、
保
証

人
が
見
つ
か
ら
な
い
た
め
民
間
賃

貸
住
宅
へ
の
入
居
が
困
難
な
高
齢

者
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　

初
回
保
険
料
（
年
間
保
証
料
）

を
自
己
負
担
す
る
こ
と
で
、
入
居

か
ら
退
居
・
明
け
渡
し
ま
で
、
保

証
人
の
代
わ
り
に
民
間
保
証
会
社

の
金
銭
保
証
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■対
 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
１
年
以

上
居
住
し
て
い
る
方
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世

６５
帯②　

歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
帯

６５
※
そ
の
他
に
申
請
資
格
要
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■内
 

①
市
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
民

間
保
証
会
社
を
紹
介

②
利
用（
保
証
委
託
契
約
）の
際
、

初
回
に
支
払
う
保
険
料
（
年
間
保

証
料
）
の
一
部
を
市
が
助
成

■先
 

■問
 

高
齢
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

家
賃
債
務

家
賃
債
務
保
証
制
度

保
証
制
度

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
５
月
１

日
か
ら
１
カ
月
間
、
赤
十
字
社
員

（
会
員
）
募
集
運
動
を
実
施
し
ま

す
。
社
員
（
会
員
）
と
は
、
赤
十

字
の
趣
旨
を
理
解
し
、
継
続
的
な

協
力
の
意
思
に
よ
り
、
毎
年　

円
５００

以
上
の
社
費（
赤
十
字
活
動
資
金
）

の
負
担
に
ご
協
力
く
だ
さ
る
方
々

の
こ
と
で
す
。
集
め
ら
れ
た
社
費

は
、
献
血
事
業
や
救
援
活
動
を
は

じ
め
と
す
る
赤
十
字
の
様
々
な
事

業
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
運
動
期
間
中
、
各
ご
家
庭

を
自
治
会
な
ど
の
担
当
の
方
が
お

伺
い
し
ま
す
。
ま
た
、
生
活
福
祉

課
の
窓
口
で
も
直
接
受
け
付
け
て

赤
十
字
活
動
資
金

赤
十
字
活
動
資
金募集

募
集

ご
協
力
を

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

お
願
い
し
ま
す

受
け
て
い
る
方
、
市
に
住
民
登
録

し
た
日
か
ら
１
年
未
満
の
方
、
施

設
入
所
者
な
ど
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

詳
細
は
申
請
時
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

▽
支
給
額　

月
額
１
万
円

■問
 

生
活
福
祉
課
地
域
福
祉
係

い
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■問
 

生
活
福
祉
課
地
域
福
祉
係

主任児童委員

電　話住　所氏　名

379－4899矢野口1472－4 佐  藤  久  美  子 
さ とう く み こ

377－9424大丸536－5　1－417 山  崎 　 和  美 
やま ざき かず み

電　話住　所氏　名

377－9631百村1132－3 佐  野 　 幸  代 
さ の さち よ

331－5678坂浜1084 中  山 　 宏  司 
なか やま ひろ し

331－0711坂浜3173－3 中  村 　 禮  子 
なか むら れい こ

331－5969坂浜2891 市  村 　 和  子 
いち むら かず こ

350－3339平尾3－1－1
平尾住宅21－204 長  森  由  美  子 

なが もり ゆ み こ

331－5674平尾3－1－1
平尾住宅25－203 木  村 　 信  幸 

き むら のぶ ゆき

331－5432平尾3－7－5
平尾住宅64－309 末  松 　 妙  子 

すえ まつ たえ こ

331－3783平尾2－72－4 上條  満  喜  子 
かみじょう ま き こ

331－5090平尾1－28－13 馬  場 　 房  義 
ば ば ふさ よし

331－2279平尾3－7－5
平尾住宅68－108 近  藤 　 宗  人 

こん どう むね と

350－2148平尾2－3－3 平  野  千  代  子 
ひら の ち よ こ

331－3028平尾2－17－10 武  田 　 洋  子 
たけ だ よう こ

331－3447平尾2－99－8 最勝寺  常  生 
さいしょうじ つね お

331－8763平尾3－7－5
平尾住宅57－301 向山 　 千  代 

むこうやま ち よ

379－6335向陽台3－11－1 清  水  千  佳  子 
し みず ち か こ

378－7763向陽台4－2－Ｂ－901 若  松 　 和  子 
わか まつ かず こ

378－9340向陽台5－9－2－405 金  田 　 節  子 
かね だ せつ こ

377－8459向陽台1－6－4 中  村 　 達  也 
なか むら たつ や

379－5215向陽台6－1　3－201 梅  澤 　 文  之 
うめ ざわ ふみ ゆき

090－5496－
4055長峰3－7－3－403 長  津 　　 衞 

なが つ まもる

350－2158長峰3－26－1 秋  草 　 君  枝 
あき くさ きみ え

331－4692若葉台1－21　Ｄ－301 木  戸 　 宏  子 
き ど ひろ こ

350－0184若葉台2－12　Ｃ－205 當  野 　　 彰 
とう の あきら

350－0626若葉台3－1－1
Ｈ－1103 武  田 よし 子 

たけ だ こ

331－6944若葉台4－10－7 五十嵐 
い が ら し

 和  世 
かず よ

民生委員・児童委員

電　話住　所氏　名

377－8974矢野口1593－2 栗  山 　 和  子 
くり やま かず こ

377－4388矢野口1185－2 原  田 　 正  行 
はら だ まさ ゆき

377－2936矢野口3750 堀  江 　 光  枝 
ほり え みつ え

377－5473矢野口439 角  田 　 賢  司 
かく た けん じ

378－7968矢野口2307 城所 　 和  子 
きどころ かず こ

377－6121矢野口2029 青  木 　 禮  子 
あお き れい こ

377－9690矢野口48－5 原  田 　 勝  子 
はら だ かつ こ

377－9464矢野口2219 鈴  木 　 恵  子 
すず き けい こ

377－6796矢野口2650
シャトルパーク101号 前  田 ひろ 子 

まえ だ こ

377－5154東長沼419－2 齋  藤 　 信  一 
さい とう しん いち

377－2252東長沼60 山  田 　 佳  昭 
やま だ よし あき

377－8570東長沼951 工  藤 シゲ 子 
く どう こ

377－9545東長沼1990 渡  邉 　 雅  子 
わた なべ まさ こ

377－8705東長沼1711－1 上  野 えり 子 
うえ の こ

377－6912東長沼735 宮  崎 　 信  子 
みや ざき のぶ こ

378－3587東長沼1700－9 山  本 　 和  子 
やま もと かず こ

379－1259東長沼2131－3 加  藤  眞  知  子 
か とう ま ち こ

377－4001大丸1378 町  田 　 伸  一 
まち だ しん いち

377－4774大丸1070－7 鷹  野 　 洋  子 
たか の よう こ

377－7237大丸92－13 宮  森 　 京子 
みや もり きょうこ

377－7500大丸630－3－502 村  川 　 正  子 
むら かわ まさ こ

378－1915大丸2143－25 常  田 エツ 子 
とき だ こ

377－6135大丸61－19 松  崎  美  枝  子 
まつ ざき み え こ

378－5878大丸168－5 中  河  西  忠  裕 
な こう さい ただ ゆき

378－5015押立352 斉  田 　 益  代 
さい だ ます よ

378－2716押立1710－3 庚  塚 　 克  子 
こう づか かつ こ

377－5276押立688 土  方 　 保  道 
ひじ かた やす みち

377－2369百村1064 田  久  保  晴  夫 
た く ぼ はる お

377－1165百村242－1 松  浦  貴  代  子 
まつ うら き よ こ

電　話住　所氏　名

379－4147向陽台1－17－13 狩  野 　 和  枝 
か の かず え

331－9456若葉台4－11－7 小林 モトエ
こばやし

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

P
R
P
R
活
動
を
行
い
ま
す

活
動
を
行
い
ま
す

談
く
だ
さ
い
。

　

ご
自
宅
の
担
当
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
を
知
り
た
い
方
は
生
活

福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご協力をお願いしますご協力をお願いします

介護保険日常生活介護保険日常生活
圏域ニーズ調査圏域ニーズ調査

　地域や高齢者の課題などをより的
確に把握するために、対象の方に調
査票を郵送して「日常生活圏域ニー
ズ調査」を実施します。
　この調査は、平成26年度末に策定
する「稲城市介護保険事業計画（第
6期）」の資料として活用します。
■対要支援1から要介護2の方及び65
歳以上で無作為に抽出された方（合
計約2千人）
■日5月中旬～6月上旬

▽実施方法　生活や介護の状況など
に関する調査票を郵送配布、郵送回収
■問高齢福祉課介護保険係



（5）　代表電話は378－2111 ２６・５・１

児児童童育育成成手手当当
所所得得審審査査のの対対象象年年度度がが
切切りり替替わわりりまますす

　

ひ
と
り
親
家
庭
や
障
害
児
養
育

家
庭
な
ど
に
は
、
児
童
育
成
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
申
請
が
必
要
で
す
。
所
得
に
応

じ
た
制
限
が
あ
り
、
市
が
審
査
を

し
ま
す
。
平
成　

年
５
月
申
請
分

２６

か
ら
は
平
成　

年
分
の
所
得
で
審

２５

査
を
し
ま
す
（
所
得
制
限
額
は
、

表
１
の
と
お
り
）
。
今
ま
で
所
得

超
過
の
た
め
に
手
当
が
支
給
さ
れ

な
か
っ
た
方
も
認
定
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
現
在
、手
当
を
受
給
中
の
方
は
、

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、
平

成　

年　

月
分
か
ら
平
成　

年
分

２６

１０

２５

の
所
得
で
審
査
を
し
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

①
申
請
書
（
子
育
て
支
援
課
に
あ

り
ま
す
）　

②
印
鑑
（
認
印
可
） 

③
申
請
者
本
人
名
義
の
金
融
機
関

の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
（
通

帳
な
ど
）　

④
平
成　

年
１
月
１

２６

日
現
在
稲
城
市
に
住
所
の
な
い
方

は
、
当
時
の
住
所
地
の
市
区
町
村

長
が
発
行
す
る
平
成　

年
度
住
民

２６

税
課
税
証
明
書
（
通
常
ど
の
市
区

町
村
で
も
６
月
以
降
の
発
行
に
な

り
ま
す
）　

⑤
戸
籍
や
障
害
状
況

の
分
か
る
手
帳
な
ど

※
手
当
は
認
定
に
な
る
と
申
請
を

し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
が
支
給
対

象
と
な
り
ま
す
。
申
請
は
、
①
の

申
請
書
の
提
出
日
と
な
り
ま
す
の

で
、
提
出
が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月

分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
③
④
⑤
は
後

日
提
出
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

※
平
尾
・
若
葉
台
出
張
所
や
郵
送
、

休
日
開
庁
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
。

■先
 

■問
 

子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

支支
給給
しし
まま
しし
たた

児児
童童
扶扶
養養
手手
当当

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
対
象
に

支
給
す
る
児
童
扶
養
手
当
（
平
成

　

年　

月
分
〜
平
成　

年
３
月
分
）

２５

１２

２６

を
４
月
中
旬
に
指
定
口
座
へ
振
り

込
み
ま
し
た
。
該
当
す
る
方
は
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
し
、
医

療
費
を
助
成
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
方
は
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

■対
 

ひ
と
り
親
家
庭
等
で
、　

歳
到

１８

達
の
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

※
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
児
童
、
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い

る
児
童
、
生
活
保
護
受
給
者
は
除

く
。

※
所
得
制
限
あ
り
（
下
表
参
照
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
と
は
、

次
の
よ
う
な
家
庭
で
す

○
父
ま
た
は
母
が
離
婚

○
父
ま
た
は
母
が
死
亡

○
父
ま
た
は
母
が
一
年
以
上
家
出

状
態

○
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

○
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
拘

禁
さ
れ
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
へ

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
へ

入
学
費
用
の

入
学
費
用
の

一
部
を

 
一
部
を援助

し
ま
す

援
助
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
児
童
が
小

学
校
ま
た
は
中
学
校
へ
入
学
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

■対
 

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
平
成　

年
４
月
１
日
現
在
及
び

２６

申
請
時
に
、
市
内
に
住
所
を
有
す

る
ひ
と
り
親
家
庭
等
世
帯

②
平
成　

年
度
に
小
学
校
ま
た
は

２６

講
演
会

情
報
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
、

 

我
々
が

我
々
が

な
す
べ
き
こ
と

な
す
べ
き
こ
と

　

情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
っ
て
何
？

情
報
な
ど
で
不
便
、
不
自
由
な
こ

と
を
補
う
た
め
の
情
報
、
我
々
が

な
す
べ
き
こ
と
は
何
か
、
皆
さ
ん

ご
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

聴
覚
障
害
を
お
持
ち
の
方
及
び

関
係
者
の
方
々
、
市
民
の
皆
さ
ん

等
、
ど
な
た
で
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

■日
 

５
月　

日（
土
）

１７

■時
 

午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付
＝
午

後
０
時　

分
〜
）

３０

■場
 

地
域
振
興
プ
ラ
ザ
４
階

■講
 

中
園　

秀
喜
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ベ
タ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

究
会
理
事
長
、
情
報
バ
リ
ア
フ
リ

ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

■費
 
　

円
（
稲
城
市
聴
覚
障
害
者
協

５００
会
会
員
は
無
料
）

■申
 

フ
ァ
ク
ス
か
メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■限
 

５
月　

日（
土
）

１０

■先
 

■問
 

稲
城
市
聴
覚
障
害
者
協
会
事

務
所　

5　

・　

・
０
０
１
７
、

０４２

３３１
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deaf.to

○
未
婚
の
母

○
父
ま
た
は
母
に
一
定
以
上
の
障

害
が
あ
る

○
両
親
が
い
な
い
児
童
を
養
育
し

て
い
る　

な
ど

▽
助
成
の
範
囲　

児
童
及
び
ひ
と

り
親
等
の
健
康
保
険
適
用
の
医
療

費
の
う
ち
、

住
民
税
課
税
世
帯
＝
２
割
（
自
己

負
担
１
割
）

住
民
税
非
課
税
世
帯
＝
３
割
（
自

己
負
担
な
し
）

■申
 

所
定
の
申
請
書
類
に
記
入
し
、

子
育
て
支
援
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
審
査
の
う
え
、
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
証
（
○親
 

医
療
証
）
を

発
行
し
ま
す
。

▽
使
用
方
法　

受
診
す
る
際
に
、

○親
 

医
療
証
と
健
康
保
険
証
を
一
緒

中
学
校
に
入
学
し
た
児
童
が
い
る

世
帯

③
平
成　

年
度
分
の
市
民
税
が
非

２５

課
税
の
世
帯

▽
援
助
額（
該
当
児
一
人
に
つ
き
）

小
学
校
＝
３
万
９
５
０
０
円

中
学
校
＝
４
万
６
１
０
０
円

■申
 

子
育
て
支
援
課
に
あ
る
所
定
の

申
請
書
に
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■限
 

５
月　

日（
金
）

３０

■先
 

■問
 

子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

ひとり親家庭等医療費助成制度
所得制限額表

養育者
扶養義務者父または母等扶養親族等

の数
236万円192万円0人
274万円230万円1人
312万円268万円2人
350万円306万円3人
388万円344万円4人
426万円382万円5人

※平成24年分の所得が対象です。

表1　児童育成手当の所得制限額表

所得制限額（注2）扶養人数（注1）
3,604,000円0人

3,984,000円1人

4,364,000円2人

4,744,000円3人

5,124,000円4人

5,504,000円5人

注1　扶養人数とは、平成25年中の税法上の扶養人数です。
注2　この表の金額と比べるのは、あなたの所得（源泉徴収
票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額
通知の「総所得金額①」、市・都民税普通納税通知書の「総
所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にし
てください）から、表2の控除額を引いた金額です。

表2　児童育成手当　所得制限における控除額の種類
100,000円老人扶養

扶養控除
250,000円特定扶養等

400,000円特別障害

270,000円その他障害

400,000円特別障害

本人該当控除

270,000円その他障害

270,000円寡婦・寡夫

350,000円特別寡婦

270,000円勤労学生

相当額雑損控除

その他控除
相当額医療費控除

相当額小規模企業共済

相当額配偶者特別控除

80,000円定額控除（社会保険相当額＝定額）

　

振
込
口
座
を
変
更
し
た
場
合
や

該
当
に
も
か
か
わ
ら
ず
振
り
込
ま

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問
 

子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

生産緑地地区の生産緑地地区の
追加指定を行います追加指定を行います

　生産緑地地区制度は、都市における農地などの
持つ緑地としての役割を大切にし、積極的に保全
することで、より良い環境をつくることを目的と
した制度です。
　現在、市街化区域内の農地のおよそ118haが
生産緑地地区（保全する農地）に指定され、市内
における緑の形成に大きな役割を担っています。
　平成16年度から行っている生産緑地地区の追加
指定申請を今年度も実施します。
※なお、生産緑地地区の追加指定に関しては、指
定要件がありますので、事前にご相談ください。
■日5月12日（月）～16日（金）
■申都市計画課にある申請書で申請してください。
■先■問都市計画課都市計画係

子子
育育
てて

ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

養養
成成
講講
座座

　

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
児
童

館
や
ｉ
プ
ラ
ザ
で
手
遊
び
や
折
り

紙
な
ど
を
楽
し
み
な
が
ら
、
親
子

同
士
が
交
流
で
き
る
き
っ
か
け
作

り
を
し
て
い
ま
す
。
乳
幼
児
と
ふ

れ
あ
い
た
い
方
、
子
育
て
中
の
保

護
者
の
話
し
相
手
に
な
っ
て
く
だ

さ
る
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

■対
 

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

２０

■日
 

■内
 

左
表
参
照

■時
 

午
前　

時
〜
正
午

１０

■場
 

中
央
文
化
セ
ン
タ
ー

■定
 
　

人
２０

■費
 

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
会
員
と
し

て
活
動
さ
れ
る
際
に
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
保
険
加
入
費
用
と
し
て　
３００

円
を
費
用
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

■申
 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■限
 

５
月　

日（
火
）

２０

■先
 

■問
 

子
育
て
支
援
課
保
育
･
幼
稚

園
係
（
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時
）

下
水
道
料
金
に
含
ま
れ
る

下
水
道
料
金
に
含
ま
れ
る

消
費
税

　
 

消
費
税
相
当
額
が

相
当
額
が

８
％
に
変
わ
り
ま
す

８
％
に
変
わ
り
ま
す

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
施

２６

行
さ
れ
た
消
費
税
率
及
び
地
方

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

下
水
道
料
金
に
含
ま
れ
て
い
る

消
費
税
相
当
額
が
５
％
か
ら
８

％
に
変
わ
り
ま
す
。

　

消
費
税
相
当
額
８
％
は
、
平

成　

年
６
月
分
と
し
て
計
算
さ

２６
れ
る
分
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

下
水
道
料
金
の
基
本
料
金
及
び

従
量
料
金
の
１
�
あ
た
り
の
単

価
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

６
月
分
と
し
て
計
算
す
る
下
水

道
料
金
か
ら
基
本
料
金
と
従
量

料
金
の
合
計
額
に
１
・　

を
乗

０８

じ
て
得
た
額
（
１
円
未
満
の
端

数
は
切
り
捨
て
）と
な
り
ま
す
。

※
平
成　

年
６
月
分
と
は

２６

【
例
】
継
続
使
用
の
方
で
奇
数

月　

日
が
検
針
日
の
場
合→

検

１０
針
日
の
翌
日
（
５
月　

日
）
か

１１

ら
翌
月
の　

日
（
６
月　

日
）

１０

１０

ま
で
の
使
用
分
を
６
月
分
と
し

ま
す
。

　

な
お
、
東
京
都
水
道
局
の
検

針
票
に
記
載
さ
れ
る
下
水
道
料

金
の
消
費
税
相
当
額
に
つ
い
て
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
旧

税
率
５
％
と
改
定
後
の
税
率
８

％
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
た
場
合

に
は
、
消
費
税
相
当
額
の
欄
に

「
＊
＊
＊
」
が
表
示
さ
れ
ま

す
。

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■問
 

下
水
道
課
業
務
係

ひ
と
り
親
家
庭
等

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
制
度

医
療
費
助
成
制
度

に
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

※
東
京
都
外
な
ど
、
○親
 

医
療
証
を

取
り
扱
わ
な
い
医
療
機
関
で
受
診

す
る
際
は
、
健
康
保
険
の
自
己
負

担
分
を
一
時
支
払
い
、
後
日
子
育

て
支
援
課
ま
た
は
平
尾
・
若
葉
台

出
張
所
で
払
い
戻
し
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
○親
 

医
療
証
が
交
付
さ
れ
た
後
に

申
請
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
転
居
・
健
康
保
険
変
更
な
ど
）

は
、
必
ず
子
育
て
支
援
課
ま
で
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

■先
 

■問
 

子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

子育てサポーター養成講座
内容期日（※）

オリエンテーション
子育てサポーターの活動について5月29日（木）

傾聴について6月  5  日（木）
実践（うた・パネルシアター・作って遊ぼう）6月12日（木）
乳幼児の保護者を支えるために大切なこと6月19日（木）
絵本の楽しみ方・読み聞かせの仕方6月26日（木）
みんなで遊ぼう（子育てサポーター見学等）7月  3  日（木）
講座のまとめ　7月10日（木）

※全7回



２６・５・１ 代表電話は378－2111　（6）

凡例

▲

 ■対対象 ■日期日 ■時時間 ■場会場 ■定定員 ■内内容 ■講 講師 ■持 持ち物 ■費 費用 ■申 申込方法 ■限 申込期限 ■先 申込先 ■主 主催 ■共 共催 ■問問い合わせ

▽
５
月
・
６
月
の
作
業
日
・
地
区　

５
月　

日（
火
）・
若
葉
台
、　

日（
火
）・
東
長
沼
、　

日（
火
）・
長
峰
、
６
月
３
日（
火
）・
押
立　

■申
 

作
業
日
前
週
の
金
曜
日
午
前
中
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
の
う
え
、
持
ち
込
む
場
所
を
確
認
し
、

１３

２０

２７

必
ず
葉
を
取
り
除
い
て
か
ら
お
持
ち
込
み
く
だ
さ
い
〔
葉
付
き
の
剪
定
枝
や
取
り
除
い
た
葉
は
、
燃
え
る
ご
み
の
日
に
出
せ
ば
２
袋（
束
）ま
で
無
料
収
集
し
ま
す
〕。　

■先
 

■問
 

環
境
課
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

家
庭
剪
定
枝
リ
サ
イ
ク
ル
情
報

せ
ん 

て
い 

し

▽
測
定
地
点　

校
庭
ま
た
は
園
庭

▽
測
定
機
器　

堀
場
製
作
所
製
Ｐ

Ａ－

１
０
０
０
（
小
中
学
校
）
、

日
立
ア
ロ
カ
メ
デ
ィ
カ
ル
社
製
Ｔ

Ｃ
Ｓ－

　

Ｂ
（
保
育
園
・
幼
稚
園
）

１７２

▽
測
定
方
法　
　

秒
ご
と
５
回
の

６０

繰
り
返
し
測
定
に
よ
る
平
均
（
Ｐ

Ａ－

１
０
０
０
）
、　

秒
ご
と
５

３０

回
の
繰
り
返
し
測
定
に
よ
る
平
均

（
Ｔ
Ｃ
Ｓ－

　

Ｂ
）

１７２

▽
測
定
日　

平
成　

年
４
月
２
日

２６

〜　

日
１０

（
注
）
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
勧
告
に
よ
る
一

般
の
人
が
受
け
る
平
常
時
の
放
射

線
量
の
指
標
は
年
間
１
ｍ　

以
下

Sv

（
自
然
放
射
線
量
等
を
除
く
）
で

市
内
の

市
内
の

空
間
放
射
線
量

空
間
放
射
線
量

測
定
結
果

測
定
結
果

　

測
定
結
果
は
国
際
放
射
線
防
護

委
員
会
（
以
下
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
勧
告

の
指
標
値
以
下
で
し
た
（
注
）
。

使使
用用
済済
みみ
イイ
ンン
クク

カカ
ーー
トト
リリ
ッッ
ジジ
のの

拠拠
点点
回回
収収

▲

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
回
収
箱

　

家
庭
用
プ
リ
ン
タ
の
普
及
に
伴

い
、
国
内
の
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ

ジ
の
年
間
消
費
量
は
約
２
億
個
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
ク
カ

ー
ト
リ
ッ
ジ
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る

た
め
、
市
役
所
・
出
張
所
・
文
化

セ
ン
タ
ー
・
総
合
体
育
館
・
中
央

図
書
館
な
ど
に
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
専
用
の
回
収
箱
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　

限
り
あ
る
資
源
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
、
使
い
終
わ
っ
た
イ
ン

ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
は
回
収
箱
へ
入

れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、上
記
の
設
置
施
設
で
は
、

施
設
内
に
使
用
済
み
小
型
電
子
機

器
の
回
収
ボ
ッ
ク
ス
も
設
置
し
て

い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
も
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■問
 

環
境
課
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

国
民
健
康
保
険

歳歳
以以
上上
のの
方方

4400人
間
ド
ッ
ク
の

人
間
ド
ッ
ク
の

診
査
料
が

 
診
査
料
が

助
成
さ
れ
ま
す
！

助
成
さ
れ
ま
す
！

城
市
立
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー
」
で

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
、
受
診
日

に
お
い
て
次
の
①
〜
③
の
要
件
を

全
て
満
た
す
方

①
稲
城
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
で
あ
る
。

②
特
定
健
診
の
対
象
者
で
あ
り
、

か
つ
当
該
特
定
健
診
を
受
診
し
て

い
な
い
。

③
納
期
限
の
到
来
し
た
国
民
健
康

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険

受受
診診
しし
まま
しし
ょょ
うう

特
定
健
康
診
査

特
定
健
康
診
査

　

市
の
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入

中
の　

歳
以
上
の
方
は
、
特
定
健

４０

康
診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
対

す
。
今
回
の
測
定
結
果
を
基
に
し

て
年
間
換
算
値
を
推
計
し
た
と
こ

ろ
、
年
間
０
・　

ｍ　

以
下
（
自

４６

Sv

然
放
射
線
量
等
を
含
む
）
と
な
り

ま
し
た
。

※
測
定
の
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
も
公
表
し
ま
す
。

■問
 

環
境
課
環
境
保
全
係

象
者
に
は
順
次
「
受
診
券
」
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
市
内
の
指
定
医

療
機
関
（
左
表
参
照
）
で
ご
予
約

の
う
え
、
期
限
ま
で
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

※
受
診
券
を
受
け
取
っ
た
後
は
、

お
早
め
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
・
送
付
時
期
・
受
診
期
限

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
受
診
日

２６

ま
で
継
続
し
て
稲
城
市
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
次
の
年
齢

の
方

①　

歳
〜　

歳
と
な
る
方

４０

６４

○
受
診
券
の
発
送
＝
５
月
下
旬

○
受
診
期
限
＝
９
月　

日（
火
）

３０

②　

歳
〜　

歳
の
方
、
ま
た
は　

６５

７４

１１

月
以
降
に　

歳
と
な
る
方

７５

○
受
診
券
の
発
送
＝
６
月
下
旬

○
受
診
期
限
＝　

月　

日（
金
）

１０

３１

※
年
齢
は
平
成　

年
３
月　

日
現

２７

３１

在
の
も
の

■問
 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

　

日
本
国
内
に
住
む
全
て
の
人
は
、

　

歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民
年
金

２０の
被
保
険
者
と
な
り
、
学
生
で
あ

っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で　

歳
未
満
の
方
に
は
、

４０

人
間
ド
ッ
ク
診
査
料
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成　

年
２６

度
よ
り
、　

歳
以
上
の
方
で
も
、

４０

次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
助

成
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

■対
 

特
定
健
診
の
実
施
期
間
内
に「
稲

国
民
健
康
保
険

倒倒
産産
・・
解解
雇雇
なな
どど
にに
よよ
りり

離離
職職
ささ
れれ
たた
方方
はは

国
民
国
民
健
康
保
険
税
の

健
康
保
険
税
の

軽
減
申
請
が

　

軽
減
申
請
が

で
き
ま
す

で
き
ま
す

■対
 

離
職
後
に
次
の
資
格
で
失
業
等

給
付
を
受
け
て
い
る
方
（
ま
た
は

受
け
て
い
た
方
）

※
離
職
日
翌
日
時
点
で　

歳
以
上

６５

の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
に
よ
る
離
職
な
ど
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合

退
職
な
ど
）

▽
軽
減
の
内
容　

国
民
健
康
保
険

税
は
、
前
年
の
所
得
な
ど
に
よ
り

算
定
し
ま
す
が
、
軽
減
は
前
年
の

給
与
所
得
を
そ
の　

分
の　

と
み

１００

３０

な
し
て
算
定
す
る
も
の
で
す
。

▽
軽
減
の
期
間　

離
職
日
翌
日
か

ら
翌
年
度
末
ま
で

※
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、

途
中
で
就
職
し
て
も
引
き
続
き
軽

減
さ
れ
ま
す
。

■申
 

市
役
所
１
階
５
番
の
国
民
健
康

保
険
係
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
に
「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」
（
原
本
）
を
必
ず
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

■先
 

■問
 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係

稲城市立病院健診センターにおける
人間ドックのお支払額の例

窓口での
お支払額助成額診査料コース

20,600円20,000円40,600円胃カメラ
検査コース日帰り

人間
ドック 20,200円20,000円40,200円胃バリウム

検査コース

11,800円11,800円23,600円クイックドック

▽
助
成
額　

人
間
ド
ッ
ク
診
査
料

の
２
分
の
１
（
上
限
２
万
円
）

■費
 

上
表
の
と
お
り
、
あ
ら
か
じ
め

助
成
額
を
差
し
引
い
た
額
で
ご
受

診
い
た
だ
け
ま
す
。

■申
 

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
時
に
、
稲

城
市
立
病
院
の
窓
口
に
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
書
類　

①
申
請
書　

②
特

定
健
康
診
査
受
診
券

▽
注
意
事
項　

特
定
健
診
と
の
重

複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

■問
 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

　

学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

申
請
を
行
わ
ず
、
保
険
料
が
未

納
の
ま
ま
だ
と
、老
齢
基
礎
年
金
、

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
け
取
る
こ

特定健康診査指定医療機関一覧

電話番号所在地医療機関名

377－6433矢野口谷平医院

379－0939矢野口矢野口クリニック

377－0035
※電話予約は  
 できません。

矢野口こせき内科クリニ
ック

370－8770矢野口かじわら内科・泌
尿器科クリニック

377－6027東長沼松本医院

379－4851東長沼東長沼クリニック

379－4870東長沼あべ内科クリニッ
ク

370－7611東長沼稲城腎・内科クリ
ニック

313－9272東長沼菜の花クリニック

377－1421大丸稲城市立病院
（健診センター）

377－6128大丸稲城診療所

378－3333百村菊池医院

331－8201平尾高クリニック

331－8570平尾簡野クリニック

331－8221平尾平尾内科クリニッ
ク

378－3224押立桜井医院

378－6677向陽台向陽台クリニック

350－7171長峰長峰クリニック

350－6075若葉台若葉台クリニック

※予約・受診時間は医療機関によって異なります。

▲第4回桜・梨の花まつり
（4月5日・市役所西側駐車場等）

　桜・梨の花の見頃を迎えた当日は、
多くの方が来場されました。また、稲
城なしのすけのフアフア（エアー遊具）
が第2会場（JA東京みなみ稲城支店）
に初登場し、好評を博していました。

ごみの量（3月） 
家庭ごみ　前年同月比で約2.5％の減量 

1人1日当たり（ｇ）市内収集量（ｔ）区　分
（△11）391（△26）1,044燃えるごみ
（0）37（0）　98燃えないごみ

（△11）428（△26）1,142合　計
※（　　）内は前年同月比です。

国
民
年
金

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

学
生
納
付

 
学
生
納
付

特
例
制
度

特
例
制
度

と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
請
の
受
付
は
府
中
年
金
事
務

所
、
市
役
所
保
険
年
金
課
年
金
係

の
窓
口
で
行
っ
て
い
ま
す
。

■問
 

日
本
年
金
機
構
府
中
年
金
事
務

所　

1　

・　

・
１
０
１
１

０４２

３６１

▲第35回多摩川清掃
（4月6日・市内多摩川）

　「多摩川を美しくする会」が中心とな
って、多摩川原橋から是政橋下流までの
河川敷の清掃活動が行われました。
　当日は、99団体・約2,500人の参加が
あり、3,380kgのごみが集められました。

測定結果

測定値（μSv／h）
測定場所

100cm／5cm
0.046／0.048稲城第一小学校
0.038／0.033稲城第二小学校
0.056／0.056稲城第三小学校
0.052／0.051稲城第四小学校
0.059／0.056稲城第六小学校
0.040／0.043稲城第七小学校
0.043／0.045向陽台小学校
0.037／0.039城山小学校
0.042／0.047長峰小学校
0.031／0.036若葉台小学校
0.040／0.042平尾小学校
0.046／0.048稲城第一中学校
0.050／0.062稲城第二中学校
0.046／0.047稲城第三中学校
0.043／0.039稲城第四中学校
0.040／0.040稲城第五中学校
0.079／0.088稲城第六中学校
0.06／0.06市立第二保育園
0.04／0.04市立第三保育園
0.07／0.07市立第四保育園
0.05／0.04市立第五保育園
0.06／0.05市立第六保育園
0.04／0.04ひらお保育園
0.06／0.06松葉保育園
0.06／0.06向陽台保育園
0.05／0.05城山保育園
0.07／0.07もみの木保育園長峰
0.06／0.07若葉台バオバブ保育園
0.06／0.06もみの木保育園若葉台
0.06／0.06中島ゆうし保育園
0.07／0.08フェリーチェ稲城長沼園
0.05／0.05青葉幼稚園
0.05／0.05コマクサ幼稚園

0.07／0.06駒沢女子短期大学付属
こまざわ幼稚園

0.05／0.06はなぶさ幼稚園
0.05／0.05平尾わかば幼稚園
0.05／0.05矢の口幼稚園
0.07／0.07梨花幼稚園

※測定機器により桁数が異なります。



（7）　代表電話は378－2111 ２６・５・１

市
立
病
院
脳
神
経
外
科
休
診

都
合
に
よ
り
、
下
記
の
日
程
は
脳
神
経
外
科
の
外
来
診
療
を
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
■日
 

５
月　

日（
金
）午
前
・　

日（
月
）終
日　

■問
 

市
立
病
院
医
事
課
外
来
係　

1　

・
０
９
３
１

１６

１９

３７７

平
成　

年
度
憲
法
週
間
行
事

２６「
講
演
と
映
画
の
集
い
」

園
芸
講
習
会
参
加
者
募
集

「
春
を
彩
る
ハ
ー
ブ
の
寄
せ
植
え
」

お
庭
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に

　
　

な
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す

　

平
成　

年
に
復
活
し
た
「
わ
ん

２４

ぱ
く
相
撲
稲
城
場
所
」
、
大
好
評

に
つ
き
今
年
も
開
催
し
ま
す
！

　

わ
ん
ぱ
く
相
撲
は
、
「
相
撲
」

を
通
じ
て
勝
つ
こ
と
の
喜
び
、
負

け
る
こ
と
の
悔
し
さ
、
ほ
か
の
子

た
ち
へ
の
思
い
や
り
を
学
ぶ
場
と

し
て
企
画
し
て
い
ま
す
。

　

お
昼
に
は
、
ｉ
ク
ラ
ブ
キ
ラ
キ

ラ
チ
ア
ー
ズ
キ
ッ
ズ
ク
ラ
ス
に
よ

る
応
援
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
行
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

４
年
生
か
ら
６
年
生
の
男
女
各

最
高
順
位
者
は
、
６
月　

日（
日
）

２９

に
開
催
さ
れ
る
「
わ
ん
ぱ
く
相
撲

東
京
都
大
会
」
に
、
東
京
都
大
会

で
上
位
入
賞
し
た
男
子
は
、
８
月

３
日（
日
）に
両
国
国
技
館
で
開
催

さ
れ
る
「
わ
ん
ぱ
く
相
撲
全
国
大

会
」
に
稲
城
の
代
表
と
し
て
出
場

で
き
ま
す
。

■対
 

○
稲
城
市
ま
た
は
稲
城
市
近
隣

に
在
住
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
小

学
１
〜
６
年
生
ま
で
の
男
女

○
稲
城
市
ま
た
は
稲
城
市
近
隣
に

在
住
ま
た
は
在
園
し
て
い
る
年
長

（
５
歳
児
＝
平
成　

年
４
月
２
日

２０

〜
平
成　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

２１

■日
 

５
月　

日（
土
）

２４

■時
 

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時（
未

３０

就
学
児
は
午
前
中
で
終
了
予
定
）

■場
 

総
合
体
育
館

■費
 

無
料

■申
 

小
学
校
や
各
文
化
セ
ン
タ
ー
で

配
布
さ
れ
て
い
る
チ
ラ
シ
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
う
え
、

郵
送
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

■限
 

５
月　

日（
月
）消
印
有
効

１２

※
当
日
は
保
護
者
の
方
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
土
俵
周
り
の
お
手
伝
い

等
）
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
お
手

伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
ご
興
味
を

お
持
ち
の
方
、
大
歓
迎
で
す　
!!

■先
 

■問
 

稲
城
青
年
会
議
所
（
大
澤
） 

1　

・
４
８
２
４
・
３
２
８
８
、

０９０
� w

anpaku@
inagi.info

地域の見守りで
高齢者の

消費者トラブルを
防ぎましょう！

　

高
齢
者
を
狙
う
悪
質
商
法
や

詐
欺
の
被
害
が
今
で
も
増
え
て

い
ま
す
。
Ｃ
Ｏ
２

排
出
権
や
社

債
を
購
入
す
る
権
利
を
買
わ
せ

よ
う
と
一
人
の
高
齢
者
に
対
し

て
何
人
も
の
�
役
者
�
が
電
話

で
勧
誘
を
仕
掛
け
て
信
じ
込
ま

せ
る
「
劇
場
型
勧
誘
の
投
資
商

法
」
な
ど
、
手
口
が
巧
妙
か
つ

悪
質
に
進
化
し
て
い
ま
す
。

　

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
も
含
め
、

誰
も
が
自
分
は
被
害
・
ト
ラ
ブ

ル
に
遭
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
だ
け
に
被
害
に
遭
わ

れ
た
方
は
自
分
が
悪
い
と
思
い

が
ち
で
す
。
被
害
者
が
悪
い
の

に
、
最
近
表
情
が
暗
か
っ
た
り

外
に
出
な
く
な
っ
た
り
し
て
い

る
」
「
な
ぜ
か
急
に
お
金
が
無

い
み
た
い
だ
」
「
最
近
、
頻
繁

に
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
い
る

よ
う
だ
（
電
話
が
鳴
り
っ
ぱ
な

し
だ
）
」「
見
慣
れ
な
い
業
者
・

営
業
マ
ン
の
よ
う
な
人
が
時
々

家
を
出
入
り
し
て
い
る
」
「
自

宅
に
恐
ら
く
使
い
き
れ
な
い
で

あ
ろ
う
品
物
が
あ
る
」
と
い
っ

た
現
象
は
被
害
に
遭
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
サ
イ
ン
で
す
。

　

声
か
け
を
行
い
、
万
一
被
害

に
遭
っ
て
い
た
ら
消
費
者
相
談

室
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。ま
た
、

日
頃
か
ら
悪
質
商
法
の
手
口
に

関
心
を
持
ち
、
知
る
こ
と
も
大

切
で
す
。

で
は
な
く
、
相
手
が
巧
み
す
ぎ
る

の
で
す
。
「
自
分
の
不
注
意
で
だ

ま
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
支
払
っ
た

お
金
は
勉
強
代
」
と
相
談
や
被
害

回
復
を
諦
め
て
し
ま
う
方
が
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
被
害
金
は「
勉
強
代
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
！
相
談
し
て
被

害
回
復
を
図
る
こ
と
は
、
悪
質
事

業
者
の
不
当
利
得
を
奪
還
し
、
次

の
被
害
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
の

社
会
貢
献
に
も
な
り
ま
す
。
家
族

や
周
囲
に
迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
、

何
か
批
判
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
か
ら
、
誰
に
も
相
談

で
き
ず
一
人
で
悩
ん
で
い
る
高
齢

者
を
救
済
す
る
に
は
、
家
族
や
地

域
で
の「
見
守
り
」が
重
要
で
す
。

〈
地
域
で
高
齢
者
の
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト
〉

１　

身
近
な
高
齢
者
の
方
に
普
段

か
ら
何
気
な
い
会
話
や
挨
拶
・
声

か
け
を
行
っ
て
、
気
軽
に
話
し
や

す
い
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

２　

「
身
体
は
元
気
な
は
ず
な
の

消
費
者
相
談
室

1　

・
３
７
３
８

３７８
（
月
〜
金
曜
日
、

午
前　

時
〜
正
午
・

１０

午
後
１
時
〜
３
時
）

①
駅
前
の
保
健
室

■日
 

毎
月
第
２
土
曜
日
及
び
第
４
土

曜
日
（
５
月
は　

日
・　

日
）

１０

２４

■時
 

正
午
〜
午
後
３
時

■場
 

○
第
２
土
曜
＝　

南
武
線
「
矢

JR

野
口
駅
」
改
札
前

○
第
４
土
曜
＝
京
王
相
模
原
線「
若

葉
台
駅
」
改
札
前

■内
 

健
康
相
談
、
検
温
、
血
圧
・
体

重
・
体
脂
肪
・
握
力
測
定
等

■費
 

無
料

※
５
月　

日（
日
）午
前　

時
〜
午

１１

１１

後
３
時
、
市
立
病
院
で
「
看
護
の

日
」
特
別
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、「
保

健
室
」
を
開
催
し
ま
す
（
骨
密
度

測
定
あ
り
）
。

②
稲
城
Ｓ
Ｕ
Ｎ

Ｇ
Ｏ
（
産
後
）

ク
ラ
ブ

■対
 

生
後
１
カ
月
〜
６
カ
月
の
乳
児

を
持
つ
両
親
及
び
そ
の
ご
両
親

■日
 

５
月　

日（
水
）

２８

■時
 

午
後
２
時
〜
４
時

■場
 

市
立
病
院
健
診
・
外
来
棟
２
階

講
座
室

■費
 

一
家
族　

円
７００

◆
共
通
事
項

※
詳
し
く
は
「
稲
城
市
立
病
院
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■先
 

■問
 

市
立
病
院
看
護
部
長
室　

1

　

・
０
９
３
１

３７７入
会
説
明
会

■対
 

市
内
在
住
の　

歳
以
上
で
働
く

６０

意
欲
の
あ
る
方

※
就
職
、
転
職
希
望
者
を
除
く
。

■日
 

５
月　

日（
火
）

１３

■時
 

午
後
１
時　

分
ま
で
に
ご
来
場

３０

く
だ
さ
い
。

■場
 

地
域
振
興
プ
ラ
ザ

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。受

講
者
募
集　

布
ぞ
う
り
教
室

■日
 

５
月　

日（
木
）

１５

■時
 

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

■場
 

地
域
振
興
プ
ラ
ザ　

■持
 

針
、
糸
、
ハ
サ
ミ
、
物
差
し
、

受
講
者
募
集

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　

い
ま
、
独
り
暮
ら
し
や
施
設
で

暮
ら
す
高
齢
者
の
中
に
は
、
「
話

し
相
手
が
欲
し
く
て
も
見
つ
か
ら

な
い
」
「
外
に
出
て
人
と
話
す
こ

と
が
難
し
い
」
と
い
う
方
が
多
く

い
ま
す
。

　

基
本
的
な
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
、

そ
ん
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
方
々
の

話
し
相
手
と
な
っ
て
活
動
し
て
い

る
の
が
「
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

で
す
。

　

あ
な
た
も
、
こ
の
機
会
に
傾
聴

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
？

■対
 

市
内
在
住
、
在
勤
の
方
で
全
６

回
出
席
で
き
る
方
（
講
座
終
了
後

■日
 

５
月
８
日（
木
）

■時
 

午
後
１
時　

分
〜
５
時

３０

■場
 

国
分
寺
市
立
い
ず
み
ホ
ー
ル　

Ａ
ホ
ー
ル
〔　

中
央
線
・
武
蔵
野

JR

線
「
西
国
分
寺
駅
」
南
口
か
ら
徒

歩
２
分
（
駅
前
広
場
）
〕

※
駐
車
場
及
び
駐
輪
場
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■定
 
　

人
（
会
場
先
着
順
）

３７０
■内
 

○
講
演
「
か
け
が
え
の
な
い
命

〜
未
来
あ
る
子
供
た
ち
の
た
め

に
〜
」
間
下　

こ
の
み
氏（
女
優
・

写
真
作
家
）

○
映
画
「
青
い
鳥
」
（
２
０
０
８

年
／
日
本
、　

分
、
日
本
語
字
幕

１０５

付
）

○
資
料
・
パ
ネ
ル
展「
読
む
人
権　

じ
ん
け
ん
の
ほ
ん
」

■費
 

無
料

※
手
話
通
訳
、
パ
ソ
コ
ン
要
約
筆

記
が
あ
り
ま
す
。

■主
 

東
京
都
人
権
啓
発
活
動
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
（
東
京
都
・
東
京

法
務
局
・
東
京
都
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
・
公
益
財
団
法
人
人
権
擁
　

生
後
３
カ
月
以
上
の
犬
を
飼
っ

て
い
る
方
は
、
毎
年
飼
い
犬
に
狂

犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
お
済
み

で
な
い
方
は
、
必
ず
狂
犬
病
予
防

注
射
を
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

６
月　

日（
月
）ま
で
は
、次
の（
公

３０

社
）
東
京
都
獣
医
師
会
南
多
摩
支

部
稲
城
部
会
加
入
の
動
物
病
院
で
、

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
時
と
同
一

の
費
用
で
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
動
物

同
行
避
難
健
康
手
帳
」
も
配
布
し

て
い
ま
す
。

▽
動
物
病
院　

野
坂
獣
医
科
（
矢

野
口
）　

1　

･
７
７
９
０
、
陽

３７７

だ
ま
り
動
物
病
院
（
矢
野
口
）　

1　

･
３
８
８
５
、
シ
ン
ド
ウ
動

３７７
物
病
院
（
東
長
沼
）　

1　

･
１

３７８

４
３
１
、
新
ゆ
り
が
お
か
動
物
病

院
（
平
尾
）　

1　

･
５
７
３
１

３３１

社会福祉社会福祉
協議会協議会
からから

に
、
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
で
き
る
方
）

■日
 

６
月
３
日
、　

日
、　

日
、
７

１０

２４

月
１
日
、　

日
、　

日
の
火
曜
日

１５

２２

（
全
６
回
）

■時
 

午
前　

時
〜
午
後
０
時　

分

１０

３０

■場
 

福
祉
セ
ン
タ
ー

■定
 
　

人
（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽

２０
選
）

■費
 
　

円
（
テ
キ
ス
ト
・
資
料
代
）

５００
■申
 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■限
 

５
月　

日（
金
）

１６

■先
 

■問
 

社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー　

1　

・
３
８
０
０

３７８

護
協
力
会
）
、
国
分
寺
市

▽
協
賛　

公
益
財
団
法
人
東
京
都

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

■問
 

東
京
都
総
務
局
人
権
部　

1　

・
０３

５
３
８
８
・
２
５
８
８
、
東
京
法

務
局
人
権
擁
護
部　

1　

・
５
２

０３

１
３
・
１
３
６
５
、
国
分
寺
市
市

民
生
活
部
文
化
と
人
権
課　

1　

・
０４２

　

・
４
３
７
８

５７３

■費
 

３
５
５
０
円
（
予
防
注
射
・
注

射
済
票
代
）

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票

　

他
の
動
物
病
院
で
狂
犬
病
予
防

注
射
を
受
け
た
場
合
は
「
狂
犬
病

予
防
注
射
済
証
」
が
動
物
病
院
か

ら
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
狂
犬
病

予
防
注
射
済
証
を
次
の
提
出
先
に

持
参
し
、
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■先
 

保
健
セ
ン
タ
ー
、

平
尾
・
若
葉
台
出

張
所

■費
 
　

円
５５０

狂
犬
病
予
防
注
射
猶
予
願
い

　

病
気
等
の
理
由
で
狂
犬
病
予
防

注
射
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、

動
物
病
院
で
「
猶
予
認
定
書
」
の

発
行
を
受
け
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

市市
立立
病病
院院
かか
らら

のの
おお
知知
らら
せせ

　

市
立
病
院
で
毎
月
第
３
水
曜

日
に
実
施
し
て
い
る
「
健
康
バ

ン
ザ
イ
！
い
な
ぎ
講
座
」
の
５

月
の
テ
ー
マ
は
「
上
手
に
利
用

し
て
健
康
管
理
〜
平
成　

年
度

２６

健
康
バ
ン
ザ
イ
！

健
康
バ
ン
ザ
イ
！

い
な
ぎ
講
座

い
な
ぎ
講
座

■日
 

５
月　

日（
木
）

２９

■時
 

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

■場
 

総
合
体
育
館
グ
リ
ー
ン
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ル
ー
ム

■定
 
　

人
（
申
込
先
着
順
）

２５
■講
 

横
山　

ひ
ろ
み
氏
（
ガ
ー
デ
ン

デ
コ
レ
ー
タ
ー
）

■持
 

筆
記
具
、持
ち
帰
り
用
袋（
大
）、

エ
プ
ロ
ン
等

■費
 

３
千
円
（
材
料
費
）

■申
 

電
話
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
（
午

住
民
健
診
（
検
診
）
に
つ
い

て
〜
」
で
す
。

※
申
込
不
要
、
費
用
無
料

■日
 

５
月　

日（
水
）

２１

■時
 

午
後
３
時　

分
〜（
約　

分
）

３０

４０

■場
 

市
立
病
院
健
診
・
外
来
棟
２

階
講
座
室

■講
 

木
戸　

亮
医
師
（
健
診
科
）

■問
 

市
立
病
院
健
診
科
健
診
係　

1　

・
０
９
３
１

３７７

ピ
ン
チ
３
つ

※
材
料
の
持
ち
込
み
は
不
可

■費
 

１
５
０
０
円
（
材
料
費
込
み
）

■申
 

当
日
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

前
９
時
〜
午
後
５
時
）
。

▽
応
募
期
間　

５
月
２
日（
金
）〜

　

日（
火
）

１３

シルバー
人材

センター
■問 1377・2212

お
済
み
で
す
か

お
済
み
で
す
か

狂
犬
病
予
防
注
射

狂
犬
病
予
防
注
射

今
年
も
開
催　
!!

　

わ
ん
ぱ
く
相
撲
稲
城
場
所

▽
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

稲
城
市

保
健
セ
ン
タ
ー　

〒　

・　

稲
城
市

206

0804

百
村　

の
1　

1　

・
3
4
2
1

112

378



２６・５・１ 代表電話は378－2111　（8）

広報いなぎは再生紙を使用しています。 凡例

▲

 ■対対象 ■日期日 ■時時間 ■場会場 ■定定員 ■内内容 ■講 講師 ■持 持ち物 ■費 費用 ■申 申込方法 ■限 申込期限 ■先 申込先 ■主 主催 ■共 共催 ■問問い合わせ

東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ　

今
月
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム　

市
民
シ
ー
ト
で
応
援
し
よ
う
！　

■問
 

東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
１
９
６
９
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ（
株
）稲
城
市
民
シ
ー
ト
係　

1　

・
３
５
１
２
・
１
９
６
９

０３

①
５
月　

日（
日
）午
後
４
時
〜　

ギ
ラ
ヴ
ァ
ン
ツ
北
九
州　

②
５
月　

日（
土
）午
後
４
時
〜　

大
分
ト
リ
ニ
ー
タ　

い
ず
れ
も
味
の
素
ス
タ
ジ
ア
ム

１１

VS

２４

VS

５月１日～15日 ５月１日～15日 ５月１日～15日 
■対
 

昭
和　

年
４
月
１
日
以
前
生
ま

５０

れ
の
市
民
の
方

※
過
去
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

受
診
し
た
こ
と
の
あ
る
方
を
除
く
。

■日
 

５
月　

日（
火
）〜
平
成　

年
３

２０

２７

月　

日（
土
）

１４
■内
 

問
診
、
Ｈ
Ｂ 
ｓ 
抗
原
検
査
、
Ｃ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

■費
 

無
料
（
公
費
負
担
）

※
再
検
査
等
は
実
費

■申
 

申
込
記
入
例
を
参
照
の
う
え
、

は
が
き
、
封
書
、
窓
口
持
参（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
、
電
子

申
請
サ
ー
ビ
ス
（ 　
 h

ttp
s://

HP

w
w
w
.e

‐te
tsu
z
u
k
i９
９
.

com
/tok

y
o/

、
携
帯
電
話
か

ら
は
左
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
の
い

ず
れ
か
の
方
法
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
毎
月　

日
締

２２

切
で
翌
月
上
旬

に
受
診
券
と
受

診
案
内
を
郵
送

し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
医
療
機

関
へ
予
約
を
し
て
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
の
最
終

申
込
期
限
は
平
成　

年
１
月　

日

２７

２２

（
木
）で
す
。
な
お
、
医
療
機
関
の

一
日
の
予
約
枠
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
。
希
望
日
に
受
診
で
き
な
い

場
合
は
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※予約が必要な相談は、午前8時30分から午後5時まで予約を受け付けます（予約受
付日は各相談によって異なります）。
※栄養相談は、電話（1378－3421）で予約を受け付けます（先着順）。
※市民協働課の相談は、電話（1378－2286）で予約を受け付けます（先着順）。
※消費者相談は、来室のほか電話（1378－3738）でも相談できます。
※福祉センターの相談は、電話（1378－3366）で予約を受け付けます。
※5月7日（水）の女性の悩み相談は、5月2日（金）まで予約を受け付けます。
※5月11日（日）の法律相談は、5月9日（金）に予約を受け付けます。
※5月21日（水）の住宅リフォーム相談は、5月9日（金）まで予約を受け付けます。

　

低
体
重
で
出
生
さ
れ
た
お
子
さ

ん
の
１
歳
の
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。

■対
 

平
成　

年
４
月
１
日
〜
平
成　

２５

２５

年
５
月　

日
に
２
５
０
０ 
ｇ 
未
満

３１

で
出
生
さ
れ
た
お
子
さ
ん

※
現
在
定
期
的
に
医
療
機
関
で
診

察
ま
た
は
健
康
診
査
を
受
け
ら
れ

て
い
る
お
子
さ
ん
を
除
く
。

■日
 

５
月　

日（
水
）

１４

■時
 

午
後
１
時　

分
〜

３０

　

対
象
者
に
は
随
時
受
診
券
を
送

付
し
ま
す
。
こ
の
検
診
を
き
っ
か

け
に
日
頃
困
っ
て
い
る
こ
と
の
相

談
も
含
め
て
ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

■対
 

平
成　

年
４
月
２
日
か
ら
平
成

２６

　

年
４
月
１
日
ま
で
の
期
間
で　

・

２７

４０

　

・　

・　

歳
に
な
る
方

５０

６０

７０

■場
 

市
内
指
定
歯
科
医
療
機
関

▽
検
査
方
法　

問
診
、
歯
周
組
織

検
査

※
問
診
の
結
果
か
ら
、
歯
み
が
き

の
方
法
等
の
特
に
改
善
を
必
要
と

す
る
日
常
生
活
に
つ
い
て
の
指
導

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■費
 

無
料
（
公
費
負
担
）

※
治
療
が
必
要
な
場
合
は
実
費

■申
 

受
診
券
が
届
き
ま
し
た
ら
各
医

療
機
関
へ
直
接
予
約
を
し
て
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

■場
 

保
健
セ
ン
タ
ー

■申
 

５
月
９
日（
金
）ま
で
に
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

歯
医
者
さ
ん
で
歯
科
健
康
診
査

を
受
け
て
い
な
い
お
子
さ
ん
や
、

食
べ
方
が
気
に
な
る
お
子
さ
ん
を

対
象
に
歯
科
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。

■対
 

平
成　

年　

月
生
ま
れ
の
お
子

２３

１０

さ
ん

■日
 

５
月　

日（
金
）

１６

■時
 

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

２０

１０

３０

■場
 

保
健
セ
ン
タ
ー

２歳６カ月児
歯科健康診査希望

1．5月16日（金）
2．幼児氏名
　　（フリガナ）
3．保護者氏名
4．幼児生年月日
5．住所
6．電話番号

▲申込記入例

■内
 

歯
科
健
康
診
査
、個
別
相
談（
食

事
や
歯
み
が
き
の
事
な
ど
）

■持
 

母
子
健
康
手
帳
、
歯
ブ
ラ
シ
、

コ
ッ
プ
、
ハ
ン
ド
タ
オ
ル　

■申
 

申
込
記
入
例
を
参
照
の
う
え
、

は
が
き
、
封
書
、
窓
口
持
参
の
い

ず
れ
か
の
方
法
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■限
 

５
月
９
日（
金
）必
着

稲
城
市
保
健
セ
ン
タ
ー

〒　

・　

稲
城
市
百
村　

の
1　

1　

・

3
4
2
1

206

0804

112

378

※
市
で
は
各
検
診
の
結
果
デ
ー
タ
（
個
人
情
報
）
を
保
管
・
集
計
し
、
今
後
の
健

康
づ
く
り
に
役
立
て
る
予
定
で
す
。
な
お
、
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
稲
城
市
個
人

情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
保
護
さ
れ
ま
す
。

▽
申
込
先
・

　

問
い
合
わ
せ

実
施
し
ま
す

実
施
し
ま
す

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

低
出
生
体
重
児
の

低
出
生
体
重
児
の

１
歳
児
健
康
診
査

１
歳
児
健
康
診
査

肝炎ウイルス
検診希望

1．氏名
（フリガナ）

2．生年月日
（年齢）　　

3．住所
4．電話番号

▲申込記入例

2
歳
6
カ
月
児

2
歳
6
カ
月
児

歯
科
健
康
診
査

歯
科
健
康
診
査

実
施
し
ま
す

実
施
し
ま
す

歯
周
疾
患
検
診

　

歯
周
疾
患
検
診

3歳児健康診査（平成23年4月生まれ） 保健センター
法律相談 9時～正午（予約必要） 市民協働課市民生活係
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

木5／1

母子健康相談 9時～11時（前日までに予約） 保健センター
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
人権・身の上相談 1時30分～4時30分（前日までに予約） 市民協働課市民生活係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

金2

＋休日急病診療所　東長沼クリニック（東長沼）9時～5時 �� 1379－4851
＋休日薬局　　　　徳永薬局東長沼店（東長沼）9時～5時 �� 1370－7837土○3 
＋休日急病診療所　谷平医院（矢野口）9時～5時 ������ 1377－6433
＋休日薬局　　　　マスキ薬局（矢野口）9時～5時 ����� 1377－6025日○4 
＋休日急病診療所　稲城診療所（大丸）9時～5時 ������ 1377－6128
＋休日薬局　　　　南多摩調剤薬局（大丸）9時～5時 ���� 1379－4382月○5 
＋休日急病診療所　やのくち小児科・アレルギー科（矢野口）9時～5時 � 1370－7707
＋休日薬局　　　　稲城薬局（矢野口）9時～5時 ������ 1370－2182
＋休日薬局　　　　矢野口薬局駅前通り店（矢野口）9時～5時 � 1377－9393

火○6 

1歳6カ月児健康診査（平成24年10月生まれ） 保健センター
心配ごと相談 10時～正午 福祉センター
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
住宅リフォーム相談 1時30分～4時30分（予約終了） 市民協働課市民生活係
女性の悩み相談 10時～4時（予約必要） 市民協働課男女平等参画係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

水7

1歳児歯科健康診査（平成25年4月生まれ） 保健センター
法律相談 9時～正午（前日予約） 市民協働課市民生活係
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
不動産の相続、贈与等の登記相談
 1時30分～4時30分（前日予約） 市民協働課市民生活係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

木8

消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係金9

ひとり親家庭カウンセリング相談
 1時～4時（予約随時） 福祉センター土10

＋休日急病診療所　桜井医院（押立）9時～5時 ������� 1378－3224
休日窓口　8時30分～正午・1時～5時
 ������ 市民課、保険年金課（国民健康保険係のみ）、課税課、収納課
法律相談 9時～正午（予約必要） 市民協働課市民生活係

日○１１ 

離乳食調理講習会（平成25年12月生まれ） 保健センター
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

月12

3カ月～4カ月児健康診査（平成26年1月生まれ） 保健センター
栄養相談 9時10分～正午（前日までに予約） 保健センター
交通事故相談 9時～11時30分（予約随時） 市民協働課市民生活係
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
行政相談 1時30分～4時30分（前日までに予約） 市民協働課市民生活係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

火13

消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
不動産相談 1時30分～4時30分（前日予約） 市民協働課市民生活係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係
年金相談 9時～正午・1時～4時 平尾出張所

水14

3歳児健康診査（平成23年4月生まれ） 保健センター
1歳児歯科健康診査（平成25年4月生まれ） 保健センター
法律相談 9時～正午（前日予約） 市民協働課市民生活係
消費者相談 10時～正午・1時～3時 消費者相談室
税務相談 1時30分～4時30分（前日予約） 市民協働課市民生活係
年金相談 9時～正午・1時～4時 保険年金課年金係

木15

　

元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む
た
め

に
は
、
お
母
さ
ん
の
健
康
を
保
つ

妊
婦
健
康
診
査

妊
婦
健
康
診
査

　

里
帰
り
出
産
な
ど
で
東
京
都
外

の
医
療
機
関
ま
た
は
助
産
所
で
妊

婦
健
康
診
査
を
受
診
し
た
妊
婦
に

「
妊
婦
健
康
診
査
受
診
費
助
成
金
」

を
交
付
し
ま
す
の
で
、
窓
口
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■対
 

東
京
都
外
の
医
療
機
関
ま
た
は

助
産
所
で
妊
婦
健
康
診
査
を
受
診

し
た
妊
婦

▽
助
成
金
額　

①
妊
婦
健
康
診
査

＝
１
回
目
８
４
３
０
円
、
２
回
目

以
降
５
１
４
０
円
（
受
診
日
が
平

成　

年
３
月　

日
ま
で
の
助
成
金

２６

３１

額
は
、
１
回
目
８
４
４
０
円
、
２

回
目
以
降
５
１
５
０
円
）　

②
妊

婦
超
音
波
検
査
（
出
産
予
定
日
現

在　

歳
以
上
の
方
）
＝
５
３
０
０

３５
円※

妊
婦
健
康
診
査
１
回
目
の
助
成

は
、
東
京
都
外
の
医
療
機
関
で
の

受
診
に
限
り
ま
す
。

■限
 

出
産
日
か
ら
１
年
以
内

■先
 

保
健
セ
ン
タ
ー
、
平
尾
・
若
葉

台
出
張
所

※
市
役
所
市
民
課
で
は
申
し
込
み

不
可

▽
提
出
物　

①
母
子
健
康
手
帳
で

妊
婦
健
康
診
査
の
受
診
記
録
が
記

載
さ
れ
て
い
る
部
分
の
コ
ピ
ー　

②
妊
婦
健
康
診
査
を
受
診
し
た
東

京
都
外
の
医
療
機
関
ま
た
は
助
産

所
が
発
行
し
た
領
収
書
（
妊
婦
健

康
診
査
費
の
額
、
受
診
日
及
び
東

京
都
外
の
医
療
機
関
ま
た
は
助
産

所
の
名
称
が
記
載
さ
れ
た
も
の
） 

③
未
使
用
の
妊
婦
健
康
診
査
受
診

票■持
 

印
鑑
、
振
込
口
座
の
分
か
る
も

の

妊
婦
健
康
診
査

妊
婦
健
康
診
査

受
診
費
助
成
金

受
診
費
助
成
金

　

妊
娠
中
の
こ
と
や
赤
ち
ゃ
ん
が

生
ま
れ
て
か
ら
の
生
活
に
つ
い
て
、

お
話
し
し
な
が
ら
子
育
て
の
イ
メ

ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
み
ま
せ
ん

か
。参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■対
 

市
内
在
住
の
初
産
婦
と
そ
の
パ

ー
ト
ナ
ー
の
方

■日
 

母
親
学
級
＝
８
月
・
１
月
を
除

く
毎
月
２
日
間
コ
ー
ス

両
親
学
級
＝　

月
・
２
月
を
除
く

１２

毎
月
土
曜
日

■場
 

保
健
セ
ン
タ
ー

■定
 

各　

組
（
申
込
先
着
順
）

２０

■内
 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
母
子

健
康
手
帳
交
付
時
に
お
渡
し
し
て

い
る
「
母
と
子
の
保
健
バ
ッ
グ
」

内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■持
 

母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具
等

■申
 

前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

「
歯
み
が
き
っ
て
ど
う
す
る

の
？
」
「
歯
が
生
え
て
く
る
前
に

で
き
る
こ
と
は
あ
る
の
か
な
ぁ
」

と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
親

子
で
歯
み
が
き
な
ど
の
準
備
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

■対
 

お
す
わ
り
が
で
き
る
頃
か
ら
１

歳
未
満
で
第
１
子
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者

■日
 

５
月　

日（
水
）

２１

■時
 

午
前
９
時　

分
〜
、
午
前　

時

３０

１０

　

分
〜

３０※
月
齢
に
よ
り
振
り
分
け
ま
す
。

■場
 

保
健
セ
ン
タ
ー

■定
 

合
わ
せ
て　

人（
申
込
先
着
順
）

２０

■内
 

ミ
ニ
集
団
で
の
講
話
、
歯
ブ
ラ

シ
指
導
、
個
別
相
談

■持
 

母
子
健
康
手
帳
、歯
ブ
ラ
シ（
使

っ
て
い
る
場
合
の
み
）
、
バ
ス
タ

オ
ル

■申
 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

こ
と
が
大
切
で
す
。
お
母
さ
ん
自

身
と
お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
に

も
、
定
期
的
に
健
康
診
査
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
妊
婦
健
康
診
査
の
う

ち
、妊
娠
確
定
後
の
初
回
検
査
と
、

そ
の
後
２
回
目
以
降　

回
目
ま
で

１４

の
検
査
、
ま
た
超
音
波
検
査
の
費

用
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

受
診
票
は
妊
娠
届
出
時
に
配
布

す
る
「
母
と
子
の
保
健
バ
ッ
グ
」

に
封
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

親
子
歯
み
が
き
教
室

親
子
歯
み
が
き
教
室

０
歳
児
の
ケ
ア

０
歳
児
の
ケ
ア

母
親
学
級

母
親
学
級

（
マ
タ
ニ
テ
ィ
コ
ー
ス
）・

（
マ
タ
ニ
テ
ィ
コ
ー
ス
）・

両
親
学
級

両
親
学
級

（
パ
パ
マ
マ
コ
ー
ス
）

（
パ
パ
マ
マ
コ
ー
ス
）

受診券発送時期・受診期限

受診期限受診券
発送時期生年月日年齢

10月31日
（金）4月下旬昭和49年4月2日～昭

和50年4月1日40歳

12月27日
（土）6月下旬昭和19年・29年・39年

4月2日～9月30日50歳
60歳
70歳

平成27年
3月14日
（土）

9月下旬
昭和19年・29年・39年
10月1日～昭和20年・
30年・40年4月1日


